
は
じ
め
に

江
戸
城
の
城
門
は
、
城
を
防
衛
す
る
と
と
も
に
、
都
市
空
間
を
分
節
す
る
い
わ
ば

都
市
と
城
の
境
界
装
置
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
職
務
の
概
要
は
、
す
で
に
松
平
太
郎
に
よ
っ
て

｢

城
門
の
出
人
を
掌
握
し
、

異
変
に
備
ふ
る
を
本
務
と
す
、
門
扉
開
門
閉
門
、
門
内
の
清
掃
、
打
水
、
破
損
修
理

の
掃
出
等
総
て
一
門
の
用
務
を
兼
ね
務
む｣

と
完
結
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、

参
府
大
名
の
軍
役
や
江
戸
の
軍
事
力
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
や

(

�)

、
番
人
の
雇
用
化
・

請
負
化
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た

(

�)

。

し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
、
本
来
の
防
衛
と
い
う
性
格
を
重
視
し
が
ち
で
あ
り
、

〝

泰
平
の
世〞

で
形
骸
化
し
た
と
し
て
、
境
界
と
し
て
の
機
能
は
留
意
さ
れ
ず
、
そ

の
職
務
や
実
態
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
権
力
の
象
徴

と
し
て
の
江
戸
城
の
装
置
や
儀
礼
の
演
出
と
い
う
機
能

(

�)

、
あ
る
い
は
江
戸
城
の
空
間

構
造
と
都
市
の
拡
大
の
関
係

(

内
曲
輪
↓
外
曲
輪
↓
御
府
内)

と
い
う
指
摘

(

�)

は
あ
る

も
の
の
、
そ
の
職
務
と
実
態
の
詳
細
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
江
戸
城
門
番
の
具
体
的
な
職
務
と
実
態
に
つ
い
て
内
曲
輪
門
を

中
心
に
検
討
し
た

(

�)

。
そ
し
て
、
門
番
は
、
江
戸
城
の
儀
礼
の
場
面
で
機
能
し
、
ま
た

と
く
に
町
な
ど
に
面
し
て
い
る
内
曲
輪
門
の
場
合
は
都
市
空
間
の
番
と
し
て
機
能
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
機
能
低
下
は
請
負
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
が
担

当
す
る
各
藩
の
判
断
に
委
ね
た
こ
と
に
も
よ
る
こ
と
、
た
だ
し
幕
末
の
非
常
事
態
に

お
い
て
海
防
体
制
な
ど
が
と
ら
れ
る
中
に
あ
っ
て
も
、
門
番
は
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
引
き
続
き
、
大
手
三
門

(

大
手
門
・
内
桜
田
門
・
西

丸
大
手
門)

(

�)

を
と
り
あ
げ
、〝

泰
平
の
世〞

に
お
け
る
門
番
の
職
務
の
詳
細
と
実
態

の
解
明
を
す
す
め
た
い
。

江
戸
城
の

｢

城
内｣

・｢

城
外｣

の
最
終
的
な
境
界
装
置
と
し
て
の
門
は
、
東
は
大

手
三
門

(

後
掲
図
１

27
・
30
・
32)

と
そ
の
間
に
配
置
さ
れ
た
幕
臣
担
当
の
31
坂

下
門
、
北
は
幕
臣
担
当
の
28
平
河
門
、
そ
し
て
西
は
吹
上
御
殿
の
西
境
に
あ
る
幕
臣

担
当
の
番
所

(

西
番
所
な
ど)

で
あ
っ
た
。
狭
義
の

｢

城
内｣

は
、
本
丸
・
西
丸
御

殿
と
吹
上
御
殿
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
門
と
内
曲
輪
門
一
五

門

(

後
述)

と
の
間
の
区
域
は
、
町
人
も
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
稿
で
指
摘

し
た
よ
う
に
、
吹
上
御
殿
と
堀
の
間
の
道
も
、
内
曲
輪
門
の
半
蔵
門
よ
り
竹
橋
門
ま

で
通
行
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
区
域
は
、
通
行
時
間
の
制
限
の
な
い

外
曲
輪
門
と
は
異
な
り
、
夜
間
の
通
行
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、｢

城
外｣

部

分
の
中
の

｢

城
内｣

と
の
い
わ
ば
境
界
領
域
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
最
終

ラ
イ
ン
の
門
の
中
で
も
大
手
三
門
は
、
登
城
の
際
の
い
わ
ば
正
門
と
し
て
開
か
れ
た
、

都
市
社
会
と
の
重
要
な
最
後
の
接
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
内
曲
輪
門
と
は
、
性

格
の
相
違
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

以
下
、
門
番
役
の
概
要
を
確
認
し

(

一)

、
一
八
世
紀
末
作
成
の
庄
内
藩
の
大
手

門
番
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

(

	)

か
ら
制
度
の
詳
細
を
整
理
し
た
う
え
で

(

二)

、
内
桜
田
門
の

｢

置
帳｣

(


)

を
中
心
に
勤
務
の
実
態
を
み
て
い
き
た
い

(

三)

。

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)249

岩

淵

令

治

境
界
と
し
て
の
江
戸
城
大
手
三
門

門
番
の
職
務
と
実
態
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東京大学史料編纂所研究紀要 第22号 2012年３月 ( )250

＊岩淵 ｢泰平の世の 『番』｣ (『江戸の危機管理』､ 新人物往来社､ 1997年) より転載｡
＊番号は表１の番号と対応する｡

図１ 江戸城外門の門番

表１ 江戸城外門の門番一覧

格 番号 門 格 式
人 数・武 器

侍 鉄炮 弓 長柄 持筒 持弓

Ａ
27 大手門 譜代大名 10万石以上〈７・８万石の場合あり〉 10 20 10 20 2 1
32 西丸大手門 譜代大名 10万石以上〈６・７万石の場合あり〉 10 20 10 20 2 1
30 内桜田門 (桔梗門) 譜代大名 ６・７万石 10 15 10 15 2 1

Ｂ

23 外桜田門 譜代大名 ３～５万石 5 10 5 10 2 1
26 和田倉門 譜代大名 ２・３万石 5 10 5 10 2 1
25 馬場先門 譜代大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
17 神田橋門 外様大名 ５・６万石 5 10 5 10 2 1
18 一橋門 外様大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
29 竹橋門 譜代大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
21 田安門 譜代大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
22 半蔵口門 譜代大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
24 日比谷門 外様大名 ３万石 4 10 5 10 2 1
14 鍛冶橋門 外様大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
15 呉服橋門 外様大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
16 常盤橋門 外様大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
19 雉子橋門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
20 清水門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1

西番所〈半蔵門内代官町〉 (寄合 4000石～１万石) (3) (5) (3) (5) (2) (1)
13 数寄屋橋門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1

Ｃ

10 幸橋門 外様大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
11 山下橋門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
8 赤坂門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
6 四谷門〈山手門〉 (寄合 3000石～5000石) (3) (5) (3) (8) (2) (1)
5 市ヶ谷門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
4 牛込門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
3 小石川門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
9 虎ノ門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
2 筋違橋門 万石以下寄合 4 10 5 10 2 1
1 浅草橋門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1
12 浜大手門 (寄合 5000石～１万石) (3) (5) (3) (10) (2) (1)

新橋 外様大名 １・２万石 4 10 5 10 2 1
内竹橋門 万石以下寄合 3 5 3 10 2 1

＊『柳営秘鑑 一』 (汲古書院､ 1981年､ 68～69頁) より作成｡ ( ) の記述は､ 『殿居嚢』 (天保11〈1840〉刊) による｡
＊格のＡ＝大手三門､ Ｂ＝内曲輪､ Ｃ＝外曲輪｡ 番号は図１と対応する｡
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一

門
番
役
の
概
要

江
戸
城
門
番
に
は
、
幕
府
の
番
衆
が
担
当
す
る

｢

御
城
内
御
番
所｣

と
、
大
名
・

寄
合
以
上
の
旗
本
二
家
が
一
〇
日
お
き
に
交
代
で
担
当
し
た
城
外
の

｢

大
手
御
門
�

外
曲
輪
諸
番
所｣
が
あ
っ
た

(

�)
(

図
１
・
表
１)

。

｢

御
城
内
御
番
所｣
に
つ
い
て
は
正
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
。
本
丸
御
殿
に
至
る

中
雀
門

(

玄
関
の
手
前)

―
中
之
門
―
大
手
三
之
門

(

下
乗
場)

が
最
重
要
で
あ
り
、

管
見
の
限
り
、
同
時
代
史
料
に
お
け
る
番
所
数
は
お
お
よ
そ
三
〇
門
で
あ
る

(

�)

。

一
方
、
城
外
の
門
に
つ
い
て
は
、
寛
永
末
年
に
は
大
手
門
の
譜
代
大
名
の
勤
役
が

成
立
し
、
基
本
的
な
機
能
も
正
保
二

(
一
六
四
五)

年
の
上
田
藩
が
外
桜
田
門
番
の

勤
務
中
の
時
点
に
は
成
立
し
て
い
た
が

(

�)

、
法
令
上
で
制
度
的
に
整
備
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
正
徳
〜
享
保
初
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
享
保
六

(

一
七
二
一)

年
に

定
め
ら
れ
た
武
器
・
人
数
と
職
務

(｢

御
定
書｣)

が
幕
末
ま
で
基
本
法
と
し
て
機
能

し
た

(

�)

。
そ
の
基
本
法
で
は
、
門
の
重
要
度
か
ら
、
Ａ
大
手
三
門

(

27
大
手
門
・
30
内

桜
田
門
・
32
西
丸
大
手
門)

と
Ｂ
内
曲
輪
一
五
門

(

13
〜
26
、
29)

・
Ｃ
外
曲
輪

一
一
門

(

１
〜
６
、
８
〜
11)

の
三
つ
に
分
け
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。
基
本
的
な

職
務
は
、
門
の
開
閉
と
通
過
者
の
確
認
、
さ
ら
に
門
内
外
の
掃
除
や
空
間
の
管
理
、

そ
し
て
将
軍
や
外
交
使
節
が
出
入
り
す
る
儀
礼
の
場
の
維
持
、
火
災
発
生
時
の
防
火

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門
で
は
、
詰
め
る
人
数
や
武
器

(

表
１)

、
開

門
時
間
や
職
務
内
容
の
詳
細
が
異
な
っ
て
い
た
。

Ｂ
内
曲
輪
門
で
は
、
幕
閣
の
屋
敷
の
あ
る
西
丸
下
ほ
か
北
の
丸
の
出
入
り
に
か
か

わ
る
門

(

23
外
桜
田
門
・
25
馬
場
先
門
・
26
和
田
倉
門
・
29
竹
橋
門)

に
譜
代
大
名

が
、
大
名
小
路
や
大
手
前
よ
り
外
側
の
門
に
外
様
大
名
が
配
置
さ
れ
た
。
ま
た
Ｃ
外

曲
輪
門
は
、
10
幸
橋
門
以
外
は
旗
本
の
寄
合
が
任
じ
ら
れ
た
。
開
門
時
間
は
、
Ｂ
は

外
門
は
一
日
中
、
内
門
が
卯
刻
よ
り
酉
刻

(

六
時
〜
一
八
時)

で
く
く
り
戸
が
子
刻

(

〇
時)

ま
で
、
Ｃ
は
外
門
・
内
門
と
も
一
日
中
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
酉
刻
よ
り
卯

刻

(

一
八
時
〜
六
時)

ま
で
女
性
の
通
過
者
の
手
形
改
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
最
も
重
要
視
さ
れ
た
の
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
Ａ
大
手
三

門
で
あ
る
。
門
番
に
は
大
身
の
譜
代
大
名
が
任
じ
ら
れ
た
。
大
手
三
門
の
門
は
、
す

べ
て
卯
刻
よ
り
酉
刻

(

六
時
〜
一
八
時)

し
か
開
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
登
城

を
許
さ
れ
た
者
以
外
の
通
過
は
許
さ
れ
ず
、
登
城
者
で
す
ら
ほ
と
ん
ど
の
供
を
門
外

に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｢

下
馬
札｣

の
先
に
置
か
れ
た
最
終
ラ
イ
ン
の
門
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

享
保
六

(

一
七
二
一)

年
閏
七
月
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
大
名
の
格
に
か
か
わ
ら
ず
、

下
馬
よ
り
下
乗
の
橋
の
間
で
許
さ
れ
た
の
は
侍
四
〜
六
人
・
六
尺
四
人
・
挟
箱
持
二

人
・
草
履
取
一
人
・
簑
箱
持
一
人
で
、
雨
天
の
際
に
傘
持
一
人
の
追
加
が
認
め
ら
れ

る
だ
け
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
た
め
、
大
手
三
門
の
前
の
広
場

(｢

下
馬
先｣)

に
は
主
人

の
帰
り
を
待
つ
者
た
ち
が
充
満
し
た
。
さ
ら
に
、
一
斉
に
登
城
す
る
大
名
た
ち
を
見

ら
れ
る
江
戸
名
物
と
し
て

｢

下
馬
見
物｣

の
人
々
で
あ
ふ
れ
か
え
り
、
こ
う
し
た

｢

供
待｣

や
見
物
客
を
当
て
込
ん
だ
商
人
た
ち
で
に
ぎ
わ
う
場
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る

(

�)

。

二

大
手
門
の
職
務

門
番
の
職
務
は
、
基
本
的
に
は
先
述
し
た
享
保
六
年
の
幕
府
の
基
本
法

(

御
定
書)

に
則
っ
て
遂
行
さ
れ
た
が
、
実
施
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
細
則
が
存
在
し
た
。
こ

こ
で
は
、
天
明
三

(

一
七
八
三)

年
に
原
本
が
成
立
し
た
庄
内
藩
士
の
大
手
門
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
か
ら
、
職
務
の
詳
細
を
見
て
い
き
た
い
。

１

日
常
の
職
務

(

１)

門
番
の
空
間
構
造

ま
ず
、
門
番
所
の
構
造
を
み
よ
う

(

図
２)

。
門
は
枡
形
門
の
形
式
を
と
り
、
冠

木
門

(

以
下
外
門
と
略
記)

と
櫓
門

(

以
下
内
門
と
略
記)

の
二
重
の
門
が
あ
っ
た
。

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)251
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外
門
の
外
に
は
、
下
馬
札
が
二
枚
あ
り
、
下
馬
先
に
は
供
待
の
た
め
の
外
腰
掛
と
南

腰
掛
、
馬
を
繋
ぐ
た
め
の
新
馬
建
と
い
っ
た
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
。
外
門
を
入
っ

た
枡
形
に
は
張
番
所
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
内
門
を
抜
け
る
と
右
に
大
番
所
が
置
か
れ

た
。
大
番
所
は
詰
所
で
、
上
之
間
・
中
之
間
に
は
、
現
場
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
番

頭
を
筆
頭
に
勤
番
中
の
対
応
を
判
断
す
る
物
頭
・
目
付
・
番
士
ら
藩
士
が
詰
め
、
下

之
間

(｢

鉄
砲
番
所｣

・｢

幕
下｣)

に
は
、
外
か
ら
見
え
る
よ
う
に
番
所
前
に
整
然
と

並
べ
ら
れ
た
長
柄
を
は
じ
め
、
自
家
の
武
器
類
が
備
え
ら
れ
、
足
軽
を
統
括
す
る
足

軽
小
頭
が
詰
め
た
。
大
番
所
の
隣
に
は
下
勘
定
所
が
あ
り
、
本
丸
玄
関
へ
と
続
く
大

手
三
之
門
の
手
前
の
下
乗
橋
の
前
に
は
、
供
待
を
す
る
者
の
た
め
に
内
腰
掛
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。

大
手
門
番
は
、
門
の
出
入
を
管
轄
し
、
さ
ら
に
堀
も
含
め
て
こ
う
し
た
内
門
内
の

内
腰
掛
よ
り
外
門
外
の
南
腰
掛
・
外
腰
掛
の
範
囲
を

｢

持
場｣

と
し
て
、
空
間
の
管

理
を
担
っ
た
。
日
中
に
は
、
橋
台
の
左
右
に
置
か
れ
た
下
座
台

(

鵜
首
御
橋
台
左
右

下
座
台)

・
枡
形
内
の
番
所

(

舛
形
張
番
所)

・
内
門

(

渡
御
櫓
御
門
下
東
之
方)

、

お
よ
び
大
番
所
隣
に
あ
っ
た
勘
定
奉
行
所
入
口
に
日
中
置
か
れ
た
箱
番
所

(

下
勘
定

所
入
口
箱
番
所)

、
内
門
内
の
内
腰
掛
と
そ
の
北
の
方
の
土
手
下
、
門
外
の
外
腰
掛

の
三
カ
所

(

北
角
・
中
腰
掛
・
不
浄
口)

お
よ
び
新
馬
建
に
番
人
が
配
置
さ
れ
た
。

ま
た
、
夜
間
は
外
門
内
に
箱
番
所
を
三
つ
設
置
し
、
門
内
の
内
腰
掛
と
外
腰
掛
の

一
カ
所

(

中
腰
掛)

・
新
馬
建
で
番
人
が
、
大
番
所
の
中
之
間
で
番
士
が
不
寝
番
を

行
っ
た
。

(
２)

門
の
開
閉

日
常
の
職
務
の
第
一
は
、
門
の
開
閉
で
あ
る
。
門
の
開
門
の
準
備
は
、
早
朝
毎
晩

七
半
時
よ
り
始
ま
る
。
ま
ず
、
内
腰
掛
の
足
軽
番
人
よ
り
大
番
所
幕
下
の
足
軽
小
頭

に
時
刻
の
触
れ
が
伝
え
ら
れ
、
準
備
に
か
か
る
。
江
戸
城
の
明
六
時
の
太
鼓
が
鳴
る

と
、
大
番
所
の
物
頭
ら
に
連
絡
し
、
夜
間
に
出
し
て
い
た
挑
灯
台
・
箱
行
灯
・
箱
番

所
を
撤
収
す
る
。
そ
し
て
、
内
門
を
開
け
、
外
門
の
海
老
鍵
を
外
し
、
橋
台
よ
り
内
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図２ 大手門番の持場 (｢大手御勤番中絵図｣〈鶴岡市立郷土資料館蔵〉より作成)
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門
ま
で
立
番
を
配
置
し
た
上
で
、
外
門
を
開
い
た
。

閉
門
の
準
備
も
夕
七
半
よ
り
始
ま
る
。
下
乗
橋
手
前
の
百
人
組
出
番
所
よ
り
挑
灯

台
が
出
る
の
を
見
て
、
中
間
小
頭
が
所
定
の
場
所
に
台
行
燈
六
基
・
台
挑
灯
二
四
張
、

さ
ら
に
箱
番
所
を
外
門
内
に
三
基

(

北
の
方
に
六
尺
四
方
の
番
士
の
箱
番
所
を
一
基
、

並
べ
て
足
軽
帳
付
箱
番
を
一
基
、
南
の
方
に
足
軽
休
息
所
箱
番
を
一
基)

設
置
し
、

上
番
所
へ
連
絡
の
う
え
、
内
門
を
閉
じ
た
。
照
明
の
点
灯
も
百
人
出
番
所
の
様
子
を

見
て
行
っ
た
。
ま
た
、
上
番
所
は
内
門
の
閉
門
と
と
も
に
戸
・
障
子
を
立
て
、
中
之

間
の
障
子
を
一
間
開
い
て
番
士
二
人
が
半
夜
代
り
で
不
寝
番
を
し
た
。
そ
し
て
、
暮

六
時
前
に
百
人
出
番
所
の
辺
り
に
中
間
小
頭
が
様
子
を
見
に
行
き
、
銕
御
門
の
冠
木

門
の
閉
門
を
確
認
し
、
戻
っ
て
高
声
で
こ
れ
を
伝
え
た
。
こ
の
連
絡
を
受
け
て
中
間

が
内
門
・
外
門
を
閉
じ
た
。

さ
ら
に
、
夜
五
時
に
な
る
と
、
触
承
り
使
役
が
百
人
番
の
出
番
所
で
待
機
し
、
江

戸
城
で
の
幕
臣
の
夜
勤
の
終
了

(｢

御
夜
詰
引｣)

を
確
認
す
る
と
、
直
ち
に
番
所
に

高
声
で
報
告
し
た
。
夜
詰
終
了
後
は
、
物
頭
・
目
付
・
徒
目
付
・
足
軽
小
頭
・
棒
下

げ
の
足
軽
二
人
・
提
灯
持
ち
の
中
間
二
人
が
門
内
外
の
持
場
を
見
廻
り
、
立
ち
会
い

の
も
と
目
付
の
指
示
で
足
軽
小
頭
が
外
門
の
海
老
錠
と
躅
を
完
全
に
施
錠
し
た
。
鍵

は
門
内
の
箱
番
の
鍵
番
に
預
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
内
門

(

御
櫓
御
門)
の
躅
は
夜

通
し
開
け
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
大
手
門
の
開
閉
は
通
行
の
関
係
か
ら
大
手
三
之
門
と
連
動
し
て
行

わ
れ
た
。

(

３)

通
行
の
取
締

次
に
、
日
常
の
職
務
と
し
て
重
要
な
の
が
、
通
行
の
取
締
で
あ
る
。
城
内
へ
通
ず

る
大
手
門
の
場
合
、
通
行
先
・
通
行
者
は
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
通
行
先
は
、

大
手
門
よ
り
下
乗
橋
前
の
間
に
あ
っ
た
下
勘
定
所
の
ほ
か
、
大
手
三
之
門

(

銕
御
門
、

下
乗
門)

、
同
門
内
の
二
之
丸
銅
門
、
本
丸
玄
関
と
そ
こ
に
至
る
中
雀
門
・
玄
関
前

門

(

御
櫓)

、
富
士
見
宝
蔵
、
金
蔵
、
埋
門
、
蓮
池
門
な
ど
本
丸
と
大
手
三
之
門
の

間
の
諸
施
設
で
あ
っ
た
。
西
丸
・
坂
下
門
・
紅
葉
山
や
、
平
川
門
・
矢
来
裏
門
へ
の

通
行
は
禁
止
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
行
き
先
へ
の
通
行
を
許
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず

｢

大
手
御
番
所
両
冊
御
門

帳｣
(｢

大
手
扣｣

一)

に
記
載
さ
れ
た
幕
臣
や
役
職
者
、
そ
し
て
江
戸
城
へ
の
出
入

町
人
で
あ
る
。
一
冊
は
、
職
務
で
恒
常
的
に
出
入
す
る

｢

常
出
入｣

の
帳
面
で
、

｢

凡
五
十
一
号｣

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
正
月
朔
日
・
二
日
・
六
日
は
当
番
・
加
番

の
与
力
・
同
心
は
夜
七
時
交
代
で
、
そ
れ
以
外
は
七
半
時
に
通
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

も
う
一
冊
は
災
害
の
際
に
出
入
す
る

｢

火
事
地
震
出
入｣

に
関
す
る
も
の
で
、｢

凡

百
三
十
余
号｣

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
両
冊
に
追
加
さ
れ
た

｢

御
張
紙｣

の
者
が

い
た
。(｢

御
張
紙
常
出
入｣

・｢

御
張
紙
火
事
地
震｣)

(

表
２)

。
通
行
者
は
通
行
に

あ
た
り
、｢

御
鑑
札｣

、
さ
ら
に
時
限
的
な

｢

紙
御
判
鑑｣

を
提
示
し
た
。
鑑
札
の
発

行
数
は
計
四
〇
枚
で
あ
る
。
ま
た
、
紙
判
鑑
に
は
、
所
持
者
と
有
効
期
間
、
印
鑑
・

判
鑑
・
紙
判
鑑
・
合
印
の
違
い
が
あ
っ
た

(

�)

。

こ
の
ほ
か
、
臨
時
の
通
行
で
関
係
役
所
よ
り
連
絡(｢

御
口
上｣

・｢

御
断｣)

が
あ
っ

た
者
が
通
行
を
許
さ
れ
た
。

ま
た
、
雨
天
の
時
は
下
馬
よ
り
内
は

｢

軽
御
給
人
衆
又
ハ
町
人
躰
之
者
�｣

低
い

下
駄
・
傘
・
雨
合
羽
・
蓑
・
菅
笠
の
使
用
は
認
め
ら
れ
た
が
、
晴
天
時
は

｢

下
駄
・

笠
・
被
り
物
又
ハ
扇
子
か
さ
し
候
者｣

は
制
止
さ
れ
た
。

さ
て
、
通
行
者
は
、
夜
詰
終
了
前
ま
で
は
昼
の
許
可
で
通
行
可
能
で
あ
っ
た
が
、

夜
詰
終
了
以
降
は
常
出
入
と
当
日
夜
の
断
が
あ
っ
た
者
に
限
ら
れ
た

(

�)

。
百
人
組
の
大

手
三
之
門
で
す
で
に
改
め
て
い
て
も
、
夜
詰
終
了
後
に
大
手
門
か
ら
出
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
断
が
必
要
で
あ
っ
た
。
外
門
内
の
箱
番
に
は
、
常
出
入
の
早
見
帳

(｢

常

出
入
御
断
写
い
ろ
は
寄
帳｣)

を
備
え
、
さ
ら
に
連
絡
を
受
け
て
上
番
所
の
番
士
が

作
成
し
た

｢
当
夜
御
断
之｣

の

｢

端
書｣

を
番
所
に
貼
り
、
対
応
に
あ
た
っ
た
。
ま

た
、
断
り
が
な
く
急
に
出
か
け
る
者
が
あ
ら
わ
れ
た
際
に
は
、
番
頭
よ
り
行
先
の
門

に
連
絡
を
回
し
た
。

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)253
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表２ 大手門の通行者 (前掲 ｢大手扣｣ 二より作成)

格 対 象 者

常 出 入 両御丸御老中､ 御側御用人､ 両御丸御若年寄 (但西丸ハ御役名)､ 両御丸御側､ 両御丸御小姓､ 両御丸御小納戸､ 両御丸
御留守居､ 両御丸奥御医師､ 両御丸奥御右筆組頭､ 両御丸奥御右筆､ 両御丸御広敷御用人､ 両御丸御広式御用達､ 両御
丸御老若御家来 (夜中判鑑引合)､ 御側御用人中､ 大目付､ 御留守居番､ 御目付､ 小普請奉行､ 御納戸頭､ 林内記､ 富士
見・御畳蔵番之頭､ 吹上御花畑奉行・支配之者とも､ 吹上添奉行､ 御徒目付組頭､ 御徒目付､ 御小人目付､ 御同朋頭､
駒場御薬園預､ 大納言様御伽､ 御三�御家老､ 御三�小人目付､ 田安・一橋用人､ 清水近習番､ 御部屋様御用人､ 御部
屋様御用達

火事地震出入 御溜詰､ 両御丸御老中､ 御側御用人､ 両御丸御若年寄､ 所司代､ 大坂御城代､ 両御丸御側､ 両御丸御留守居 (但西丸ハ
御役名)､ 寺社奉行､ 御奏者番､ 本番・詰番・御供番 御書院番頭・同組頭・同組中与力同心共 (但組中与力同心者昼之
内当番斗)､ 本番・詰番・御供番 御小姓組番頭・同組頭・同組中 (但組中ハ昼之内当番斗)､ 詰番 新番頭・同組頭・
同組中 (但組中ハ昼之内当番斗)､ 御徒頭・同組共､ 小十人頭組中 (御供番・詰番組中共､ 但当番ハ昼之内斗)､ 御留守
居番､ 両御丸御小姓､ 両御丸御小納戸､ 両御丸奥御医師､ 両御丸奥御右筆組頭､ 奥御御右筆､ 大目付､ 御目付､ 御使番､
町奉行､ 御勘定奉行､ 御勘定吟味役､ 御作事奉行､ 御普請奉行､ 小普請奉行､ 中奥御小姓､ 中奥御番､ 百人組之頭・与
力・同心､ 御持筒頭・与力・同心､ 御腰物奉行､ 御納戸頭・同組頭・同御番・同組同心 (同心ハ頭断次第)､ 御腰物方・
同組同心､ 御鉄砲方・支配之者・組与力・同心共､ 御具足奉行・同心共､ 諏訪文九郎・村松四郎兵衛､ 御馬方､ 御番医
師､ 小普請方､ 小普請改役､ 御作事下奉行､ 御細工頭・支配之者共､ 富士見・御畳蔵番之頭､ 御金奉行手代・同心とも､
御右筆組頭､ 御右筆､ 両御丸御膳奉行 (支配同心とも西丸ハ無之)､ 両御丸御賄頭 (但支配とも､ 支配之者別段判鑑引合)､
両御丸御膳所御台所頭､ 両御丸表御台所頭 (但支配とも､ 支配之者別段判鑑引合)､ 御同朋頭､ 御同朋､ 両御丸奧坊主組
頭､ 奧坊主組頭並､ 奧坊主組頭格､ 奧坊主､ 表坊主 (頭判鑑引合)､ 御数寄屋頭､ 御数寄屋坊主､ 露次之者 (頭判鑑引合)､
御徒目付組頭､ 御徒目付､ 御小人目付､ 火之番組頭､ 火之番､ 御貝太鼓役､ 御徒押､ 御小人押､ 御桃灯奉行 (当番之外
二人)､ 御大工頭 (御扶持人大工召連､ 但御扶持人大工斗追々御改判鑑引合)､ 黒鍬之者頭・組とも､ 御掃除之者頭・組
とも､ 御中間頭・組共､ 御小人頭・組とも､ 御駕籠頭､ 御駕籠之者､ 奥御庭役､ 奥御庭役下役同支配､ 御休息御庭之者､
二丸御留守居二丸御面�､ 二丸表坊主・同露次之者 (支配之者ハ御同朋頭判鑑引合)､ 御書院番頭 (大納言様御供ニ罷出
候)､ 御書院番組頭 (同断)､ 大納言様御伽､ 御三�家老､ 御三�小人目付､ 田安一橋用人､ 清水近習番､ 両御丸御広式
御用人､ 両御丸御広式御用達､ 御広式番之頭・添番・伊賀之者・御下男頭・御下男組頭・御小人御下男､ 御部屋様御用
人､ 御部屋様御用達

御張紙常出入 御賄頭 (夜中支配之者共各判鑑引合)､ 御賄御豆腐役１人・六尺３人 (夜中八時�七時過�)・新組６人 (夜中道々)､ 二
丸御留守居支配 同心・御小人 (二丸ニ御目付不立合候節者二丸御留守居断次第ニ)､ 西丸御賄頭､ 御鷹之上鳥宰領６人
(但持人共夜中)､ 善悦養子岡本善与､ 御馬方諏訪部三之助・支配之者共､ 小普請方目付役松村清右衛門・中嶋兵右衛門
(昼之内)､ 西丸御広式御用部屋書役４人､ 駒場御薬園預植村左源治､ 田安御借御用人竹本要人､ 奥玄養子数原奥伯､ 西
丸御徒目付組頭・御徒目付・御小人目付､ 奥御医師善甫忰松本良庵､ 同長庵忰村田寿庵､ 西丸御目付､ 文九郎忰諏訪部
八十郎､ 数原玄仲・浅井休徹､ 宮内�殿御伽西坂百吉・松井庄次郎 (家来計通候節者御留守居中判鑑引合)､ 宮内�殿用
人本目権右衛門・根来茂右衞門・近藤助八郎・松浦頼母､ 宮内御殿小姓内藤造酒之丞・荒木楠六・前田治右衛門・岡山
主計・酒井松之助・水之又蔵､ 村松四兵衛支配共・四兵衛忰村松代七､ 御賄調役吟味役､ 田付四郎兵衛組与力同心､ 御
広式御用人支配御侍・仕丁組頭・仕丁之者６人､ 西丸御広式伊賀者吟味役渡辺新八郎・飯久忠蔵､ 西丸御広式弐番之頭
(火事地震其外御用之節)､ 大御所様御附奥儒者徳力藤八郎､ 馬医見習桑嶋吉郎右衛門､ 御休息御庭番明楽源之丞・高橋
五左衛門・宮地六右衛門・西村忠三郎・高橋兵四郎､ 法心院殿・蓮乗院御使､ 西丸御広式御用部屋吟味役植野新八郎・
関根幸七､ 御広式御用人支配両御番様御庭番３人・小十人格御庭番５人､ 栗本瑞見､ 小普請方吟味役４人・同手伝役５
人 (昼之内自分断次第､ 火事地震不限昼夜)､ 寄合医師伊藤高雪 (御誕生被遊候ハゝ御伺被仰付候ニ付御広式へ)､ 御鷹
匠頭戸田五助・内山七兵衛・御鷹匠并同心､ 御作事方改役仮役御徒８人 (昼計､ 火事地震之節不限昼夜)､ 御広式御用人
支配御広式御用部屋書役５人､ 同吟味役３人､ 御休息御庭之者支配倉地政之助并支配､ 西丸御休息御庭之者支配梶野平
九郎・同人支配之者 (支配之者判鑑引合､ 宜候節ハ支配御紋付高挑灯を以出入之御断)､ 小普請方改役・仮役・御徒４人､
安祥院殿用人・用達､ 小普請組設楽忠十郎支配岡甫庵､ 多紀安元､ 小石川御薬園預芥川小野寺､ 宮内�殿側用人本目権
右衛門 (家老並之通)､ 三之助忰見習諏訪部鍋五郎､ 御広式御小人下男､ 大蔵�殿用人､ 田安旗奉行用人助中嶋大膳､ 御
広式御用人支配御用部屋伊賀格吟味役､ 同御用部屋書役､ 御馬預鶴見忠兵衛・高藤兵右衞門､ 寄合伊達本覚､ 御馬預荒
木又左衛門､ 御普請方下奉行２人・同改役４人・同肝�役３人・同同心10人・同地割棟梁10人 (昼計､ 火事地震不限昼
夜)､ 田安用人見習高井多宮､ 小普請組戸川山城守支配組御医師並田宮元長､ 御留守居支配御広式御用達並２人・同御部
屋様御侍・同御広式御用部屋書役並・同御部屋様御輿舁之者・組頭３人・御輿舁20人､ 御広式御用人支配格姫君様御侍 ､
同仕丁之者組頭３人・仕丁之者20人､ 奥医師忠玄悴坂春達・高智悴古川玄徳､ 田安附高嶋朔庵 (年始五節句月次罷出
稚姫君様御伺茂仕御広式へ罷出候)

御張紙火事地震 大手方火之番､ 桜田方火之番､ 吹上上覧所前詰火之番 (家来判鑑引合)､ 外桜田門番 (家来判鑑引合)､ 紅葉山火之番・
神田橋御門番 (家来判鑑引合)､ 御畳奉行１人・御大工頭１人・下奉行１人・植木奉行１人・御被官１人・勘定役４人・
小役書役共２人・植木同心４人・定普請同心９人・大棟梁１人・大工10人・鳶之者20人・火防道具持人足４人・夜中御
蝋燭配書役１人・夜中挑灯持人足３人､ 小普請方伊賀之者３人・小普請方手代12人・小普請方改方下役４人・小普請方
物書役３人・小普請方御掃除之者６人・小普請方大工棟梁１人・小普請方桶方棟梁１人・小普請方大工肝�８人､ 二丸
火之番 (家来者判鑑引合)､ 二丸火之番家来 (為使御徒目付当番所�判鑑引合)､ 小普請方・小普請方改役・小普請方吟
味役・小普請方御徒定仮役・小普請方伊賀之者組頭・小普請方吟味手伝役・小普請方手代組頭・小普請方改役下役組頭・
小普請方伊賀之者・小普請方手代・小普請方改役下役・小普請方御掃除之者・小普請方大工棟梁・小普請方職人・小普
請方人足 (職人・人足ハ判鑑引合､ 二丸�)､ 御馬方､ 西丸火之番組頭・火之番､ 御番医師 本道・外科 (２人ずつ二丸
へ)､ 西丸切手御門番之頭・同心､ 西丸奧坊主組頭・奧坊主・奧六尺・表坊主組頭・表坊主・表六尺､ 西丸御同朋頭常阿
弥・盛阿弥､ 西丸御広敷添番・西丸伊賀・西丸進上番・西丸御用部屋下吟味役・西丸御小人・西丸御下男 (頭・組頭と
も)・西丸火之番・西丸御台所人・西丸小間使・西丸長屋御門番人・西丸長屋裏〆戸番人､ 大納言様御納戸組頭・大納言
様御納戸御番・大納言様御納戸組同心､ 西丸御駕籠頭組共､ 西丸表御右筆､ 西丸御書院番頭・西丸御書院組頭・西丸御
小姓組番頭・西丸御小姓組頭・西丸御小姓組中・西丸新番頭・西丸新番組頭・西丸新番組中・西丸御徒組共・西丸小十
人頭・西丸小十人組中､ 西丸御腰物方・同心､ 西丸御納戸組頭・西丸御納戸組御番衆・西丸御納戸組同心､ 御馬乗
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一
方
、
不
審
者
・
荷
物
に
つ
い
て
は
番
人
が
声
掛
け
を
行
っ
た
。
昼
夜
を
問
わ
ず

通
行
・
通
過
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
が

｢

独
山
伏
、
独
僧
、
女
、
犬
、
猫｣

と

｢

御

馬｣

を
除
く
馬
で
あ
る
。
ま
た
切
手
が
な
け
れ
ば
、
武
器
類

(

弓
、
�
、
具
足
、
腰

物

〈

筒
入
・
袋
入
・
箱
入
・
引
膚
入〉

、
矢
玉
箱
、
幕
串)

、
古
鉄
物
類
、
古
帳
類
、

根
付
、
建
築
材

(
竹
木
類
、
板
、
古
畳
、
古
床
、
古
縁)

、
白
木
台
は
差
し
止
め
た
。

切
手
の
有
効
期
限
は
当
日
の
夜
詰
ま
で
で
、
例
外
で
切
手
不
要
で
通
行
が
許
さ
れ
た

の
は
、
供
の
者
に
持
た
せ
た
荷
物
、
御
用
職
人
の
供
の
者
が
持
つ
細
工
箱
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
物
品
の
出
入
に
つ
い
て
は
、
穢
れ
や
盗
難
、
そ
し
て
何
よ
り
警
備
上

の
問
題
が
配
慮
さ
れ
た
。
と
く
に
武
器
類
に
つ
い
て
は
念
入
り
な
改
め
が
求
め
ら
れ
、

鉄
砲
に
つ
い
て
は
出
・
入
と
も
事
前
の
連
絡

(

断)

が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な

お
、
古
帳
類
は
、
下
勘
定
所
の
物
品
で
唯
一
改
め
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
差

し
止
め
の
理
由
に
情
報
の
漏
洩
防
止
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
畳
が
特
記
さ

れ
て
い
る
の
は
、
大
手
門
外
に
幕
府
の

｢

御
畳
部
屋｣
が
あ
り
、
件
数
が
多
か
っ
た

た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

実
際
に
こ
う
し
た
門
の
出
入
の
監
視
を
行
っ
た
の
が
、
橋
台
の
左
右
に
置
か
れ
た

下
座
台

(

鵜
首
御
橋
台
左
右
下
座
台)

、
枡
形
内
の
番
所

(

舛
形
張
番
所)

、
内
門

(

渡
御
櫓
御
門
下
東
之
方)

、
内
門
内
の
内
腰
掛
、
大
番
所
隣
に
あ
っ
た
勘
定
奉
行
所

入
口
に
日
中
置
か
れ
た
箱
番
所

(

勘
定
所
入
口
箱
番
所)

、
の
番
人
で
あ
る
。

ま
ず
、
鵜
首
御
橋
台
左
右
下
座
台
に
は
、
犬
追
中
間
四
人
と
犬
追
さ
さ
ら
二
本
、

馬
留
大
細
引
二
筋
が
配
置
さ
れ
た
。
そ
の
職
務
は
、
開
門
中
に
犬
が
入
ら
な
い
よ
う

に
さ
さ
ら
で
追
い
、
ま
た
放
馬
が
門
内
に
入
っ
た
ら
、
大
細
引
で
留
め
る
と
い
う
も

の
で
、
通
行
者
に
は
関
わ
ら
な
い
。

通
行
者
の
取
締
を
行
う
の
は
、
そ
の
先
の
番
人
で
あ
る
。
ま
ず
、
枡
形
内
の
張
番

所
の
足
軽
番
人
四
人

(

交
代
要
員
も
四
人)

の
職
務
は
、
出
入
す
る
不
審
者
や
目
立

つ
品
を
改
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
犬
追
中
間
が
逃
し
た
放
馬
・
犬
を
追

い
払
い
、
さ
ら
に
駆
込
者
を
中
間
二
人
が
、
そ
れ
で
も
逃
し
た
場
合
に
は
足
軽
が
留

め
た
。
ま
た
、
外
門

(

冠
木
門)

が
夜
間
閉
門
中
は
張
番
所
を
閉
じ
、
外
門
内
に
設

置
し
た
箱
番
所
へ
二
時
交
代
で
一
人
ず
つ
出
て
、
出
入
を
改
め
、
箱
番
に
詰
め
た
番

士

(

鍵
番)

の
指
示
を
受
け
て
通
過
さ
せ
た
。
ま
た
、
外
廻
の
番
所
か
ら
火
事
の
連

絡
が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
幕
下
の
小
頭
ま
で
連
絡
し
た
。
さ
ら
に
、
外
門
よ
り
時
々
下

馬
先
の
様
子
を
監
視
し
、
不
審
者
や
不
穏
な
様
子
が
あ
れ
ば
、
早
速
鍵
番
へ
連
絡
し

た
。
こ
う
し
て
不
寝
番
を
勤
め
、
そ
し
て
、
開
門
後
は
張
番
所
へ
帰
っ
て
番
を
し
た
。

内
門
の
立
番
の
職
務
も
、
基
本
的
に
は
出
入
す
る
不
審
者
や
目
立
つ
品
を
改
め
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
道
に
迷
っ
た
者
に
つ
い
て
は
居
所
な
ど
を
尋
ね
て
幕
下

の
足
軽
小
頭
に
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
、
宰
領
の
な
い
挟
箱
の
持
ち
出
し
を
咎
め
、
幕
府

の
徒
目
付
衆
の
挟
箱
以
外
は
留
め
置
い
て
、
上
番
の
指
図
を
仰
ぐ
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
夜
詰
の
終
了
後
は
、
二
人
ず
つ
踊
の
方
へ
出
て
、
出
る
者
を
改
め
た

上
で
呼
び
上
げ
、
上
番
の
指
図
次
第
で
通
し
た
。

ま
た
、
内
腰
掛
の
足
軽
番
人
は
二
人
ず
つ
二
時
交
代
で
昼
夜
勤
め
る
も
の
で
、
そ

の
主
要
な
職
務
は
大
手
門
―
桜
田
門
間
の
通
り
抜
け
の
取
締
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、

幕
下
に
毎
朝
の
西
丸
大
手
門
・
内
桜
田
門
か
ら
幕
府
の
徒
目
付
へ
の
報
告
書

(｢

御

当
番
書｣)

の
使
者
を
、
夜
中
は
下
番
中
間
を
連
れ
て
持
場
を
時
廻
り
し
た
結
果
を

報
告
し
、
ま
た
閉
門
時
間

(

毎
暁
七
半
時)

な
ど
の
時
刻
や
出
火
・
消
火
の
知
ら
せ

(｢

火
事
太
鼓｣

・｢

し
め
り
鐘｣)

を
連
絡
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
勘
定
所
入
口
箱
番
所
に
つ
い
て
は
職
務
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
お
そ

ら
く
勘
定
奉
行
所
の
警
備
の
応
援
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
４)

空
間
の
管
理

さ
ら
に
門
番
の
日
常
の
職
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
空
間
の
管
理
で
あ
る
。

対
象
と
な
っ
た
の
は
、
先
述
し
た

｢

持
場｣

で
あ
り
、
こ
の
中
の
下
馬
先
の
部
分
と

門
内
お
よ
び
内
腰
掛
の
一
部
は

｢

掃
除
場｣

、
堀
の
石
垣
と
枡
形
の
石
垣
や
土
手
の

一
部
が

｢

草
刈
場｣
・｢
草
取
場｣

と
な
っ
た(

前
掲
図
２)

。
明
和
七(

一
七
七
〇)

年
段
階
の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
大
手
門
番
の
持
場
の
北
側
は
姫
路
藩
邸
の
�
番
、
南
東

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)255
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は
出
羽
松
山
藩
邸
の
�
番
、
北
東
は
三
河
大
浜
藩
邸
の
�
番
の
担
当
範
囲

(

廻
り

場)
(

�)
で
あ
り
、
武
家
屋
敷
と
公
的
空
間

(

路
上
・
土
手
・
堀)

を
分
割
し
て
管
理
を

担
当
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
持
場
に
つ
い
て
、
門
番
は
公
的
空
間(

路
上
・

土
手
・
堀)
の
管
理
、
お
よ
び
下
馬
先
の
秩
序
の
維
持
を
担
っ
た
。

持
場
に
つ
い
て
は
、
番
士
二
名
が
足
軽
二
人
・
棒
提
中
間
二
人
・
草
履
取
と
と
も

に
一
日
四
回(

朝
五
時
・
昼
九
時
・
夕
七
時
・
夜
五
時)

見
回
り
、
持
場
の｢

捨
物
・

御
堀
浮
物
・
御
両
門
御
塀
白
土
落
・
鵜
縄
切
・
瓦
落
・
竹
生
・
松
枯
枝
葉
・
銕
物
損
・

下
馬
札
添
木
破
・
諸
番
所
不
法
之
儀｣

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
持
場
外
で
も

｢

見

通
之
場
所｣

(

和
田
倉
御
用
屋
敷
後
通
、
内
腰
掛
後
通)

も

｢

白
土
落
・
浮
物
等
、

其
外
相
替
儀｣

を
見
回
り
、
番
頭
に
報
告
し
た
。
ま
た
、
徒
目
付
も
中
間
小
頭
を
連

れ
て
持
場
を
毎
日
回
り
、
火
の
元
や
異
変
、｢
草
立｣

、｢

破
損
所｣

な
ど
を
番
頭
に

報
告
し
た
。

空
間
の
管
理
を
日
常
的
に
担
っ
た
の
は
、
さ
き
の
内
門
内
の
内
腰
掛
と
そ
の
北
の

方
の
土
手
下
、
門
外
の
外
腰
掛
の
三
カ
所

(

北
角
・
中
腰
掛
・
不
浄
口)

お
よ
び
新

馬
建
の
番
人
で
あ
る
。

門
外
の
外
腰
掛
の
三
カ
所
と
新
馬
建
の
番
人
足
軽
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
人
で
二
人
ず

つ
勤
め
た
。
閉
門
中
の
夜
間
は
、
外
腰
掛
の
中
腰
掛
お
よ
び
新
馬
建
の
二
カ
所
に
集

ま
っ
て
二
時
交
代
で
勤
め
、
半
時
廻
り
で
持
場
を
見
回
っ
た
。
次
に
示
し
た
の
は
、

門
番
の
勤
役
を
は
じ
め
る
前
に
、
上
屋
敷
の
足
軽
役
所
で
小
頭
が
足
軽
番
人
に
対
し

て
二
回
読
み
上
げ
た
藩
の
基
本
法
で
あ
る

(｢

大
手
扣｣

一)

。

大
手
下
馬
前
條
目

一
、
高
声
・
高
笑
為
致
申
間
敷
事

一
、
多
葉
粉
の
ま
せ
申
間
敷
事

一
、
売
買
物
為
致
申
間
敷
事

一
、
扇
子
・
か
さ
・
忍
ひ
体
仕
候
者
改
可
申
事

一
、
手
拭
か
ふ
ら
せ
申
間
敷
事

一
、
人
陰
ニ
寝
候
者
改
可
申
事

一
、
足
出
さ
せ
申
間
敷
事

一
、
肩
ぬ
か
せ
申
間
敷
事

一
、
馬
八
重
ニ
建
さ
せ
申
間
敷
事

一
、
内
桜
田
と
大
手
通
り
ぬ
け
為
致
間
敷
事

一
、
御
番
所
ニ
居
候
者
膝
を
直
し
不
礼
成
体
仕
間
敷
候
、
若
不
作
法
成
者
於
有
之

者
、
品
ニ
よ
り
相
番
之
者
�
可
為
曲
事
事

一
、
侍
之
下
知
違
背
仕
間
敷
候
、
若
無
理
成
指
図
有
之
候
ハ
ヽ
、
小
頭
又
ハ
番
頭

江
可
相
届
事

一
、
食
替
り
仕
候
節
路
次
小
頭
と
一
趣
ニ
参
、
脇
寄
仕
間
敷
事

右
之
條
々
、
急
度
可
相
守
者
也

享
保
十
六
年
亥
八
月

こ
の
よ
う
に
、
門
外
の
番
人
の
主
要
な
職
務
は
下
馬
先
の
秩
序
の
維
持
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
下
馬
の
通
り
抜
け
や
、
放
れ
馬
の
捕
縛
を
行
い
、
ま
た
御
鷹
・
御
馬
の

出
入
の
際
に
は
持
場
内
で
先
払
い
を
勤
め
た
。
こ
の
ほ
か
、
外
の
状
況
を
門
内
に
伝

達
し
た
。
出
火
・
消
火
の
知
ら
せ

(｢

火
事
太
鼓｣

・｢

し
め
り
鐘｣)

は
す
ぐ
に
幕
下

の
鉄
砲
番
所
ま
で

(

夜
中
は
内
門
ま
で)

、
急
の
惣
下
座
の
格
の
者
の
登
城
は
上
番

所
に
、
夜
間
の
半
時
廻
り
は
内
門
の
箱
番
に
連
絡
し
て
い
る
。

ま
た
、
中
間
は
、
毎
朝
下
馬
先
の
掃
除
を
行
い
、
塵
な
ど
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
捨

て
る
よ
う
、
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
老
中
の
登
城
・
退
出
の
前
と
暮
前
の
毎
日
三
回
、

｢
御
番
所
前
広
場
・
舛
形
・
鵜
首｣

に
水
打
を
行
っ
て
い
る
。

２

儀
礼

江
戸
城
の
外
部
空
間
と
の
最
終
ラ
イ
ン
で
あ
る
大
手
三
門
は
、
江
戸
城
の
儀
礼
に

際
し
、
城
門
の
中
で
、
警
備
と
儀
礼
の
演
出
と
い
う
最
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。

｢

年
中
記｣

(｢

大
手
扣｣
五)

に
よ
れ
ば
、
大
手
門
の
か
か
わ
る
定
例
行
事
は
、
年
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間
で
の
べ
六
九
日
で
あ
っ
た

(

表
３)

。
内
訳
は
、
将
軍
家
治
の

｢

御
成｣

一
六
日

(

上
野

〈

寛
永
寺〉

五
日
・
増
上
寺
四
日
・
紅
葉
山
六
日
・
遠
御
成
一
日)

、
嫡
子
家

斉
単
独
の

｢

御
成｣

一
日

(

上
野
一
日)

、
主
に
在
府
大
名
に
よ
る
毎
月
の
月
並
出

仕
二
一
日
、
正
月
・
五
節
句
・
三
季
献
上
な
ど
の
儀
礼
で
の
出
仕
二
四
日
、
そ
の
他

四
日

(

中
橋
天
王
祭
礼
・
山
王
祭
礼
・
神
田
祭
礼
・
年
末
の
門
の
掃
除)

、
ほ
か
勅

使
(

上
巳
の
節
句
と
重
複)

と
な
っ
て
い
る
。
定
例
の

｢

御
成｣

は
中
止
と
な
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
鷹
狩
な
ど
臨
時
の
も
の
も
加
わ
る
た
め
、
実
際
に
は

回
数
は
さ
ら
に
多
く
な
る

(

�)

。
ま
た
、
月
次
出
仕

(｢

御
礼｣)

に
つ
い
て
は
他
行
事
の

重
複
で
出
仕
が
な
い
一
一
日
分
に
つ
い
て

｢

出
仕
留
立
番｣

を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、

外
交
使
節
の
応
接
が
加
わ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
で
は
、
当
番
の
大
名
が

門
内
の
警
備
を
担
当
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
非
番
の
大
名
家
も
門
外
の
警
備

(｢

外
固｣)

に
あ
た
っ
た
。

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)257

表３ 大手門番の年中行事
(前掲 ｢大手扣｣ 五より作成)

日 行 事
１/１ 年始之祝
１/２ 年始之祝
１/３ 年始之祝
１/３ 謡初
１/４・５ ●例年､ 遠御成
１/６ 寺社御礼
１/７ 若菜の御祝儀
１/10 ●上野惣御霊屋御成
１/11 御具足祝儀
１/15 月並御礼
１/17 ●紅葉山御霊屋御成 (大納言とも)
１/20 ●上野惣御霊屋御成 (大納言)
１/24 ●増上寺御霊屋御成 (大納言とも)
１/28 月並出仕
２/１ 日光御鏡頂戴 (日光門主登城)
２/15 月並御礼
３/３ 上巳の祝儀

勅使御対顔
勅使御馳走御能
御返答

３/15 月並御礼
４/１ 月並御礼
４/15 月並御礼
４/17 ●紅葉山御霊屋御成 (大納言とも)
不時 御参勤・御暇
４/28 月並御礼
４/20 ●上野 大�院御霊屋御成
４/� ●増上寺 有章院御霊屋御成
５/１ 月並御礼
５/２ 端午 御時服惣献上
５/５ 端午御礼
５/８ ●上野 巌有院御霊屋御成
５/15 月並御礼
５/17 ●紅葉山御霊屋御成
６/１ 月並御礼

６/７ ☆中橋天王祭礼神輿御橋台居候節､ 帰輿之節､ 御番
士より当番所へ口上届

６/12 ●増上寺 惇信院御霊屋御成
不時 御参勤・御暇
６/15 ☆山王祭礼 (隔年) 獅子留
６/16 嘉定御祝儀
６/20 ●上野 有徳院御霊屋御成
７/１ 月並御礼
７/７ 七夕御礼
７/14 ●紅葉山御霊屋御成
７/28 月並御礼
８/１ 八朔御礼
８/15 月並御礼
９/１ 月並御礼
９/２ 重陽 御時服惣献上
９/８ ●上野 浚明院御霊屋御成
９/９ 重陽御礼
９/15 月並御礼

９/15 ☆神田祭礼 (隔年) ｢御輿御橋台へ居り節并帰輿之
節､ 両度御番士を以当番所へ御届｣､ 獅子留

９/17 ●紅葉山御霊屋御成
10/１ 月並御礼

玄猪
10/14 ●増上寺 文昭院御霊屋御成
10/15 月並御礼
11/１ 月並御礼
12/１ 月並御礼
12/15 月並御礼
12/17 ●紅葉山御霊屋御成
12/21 歳暮 御時服惣献上

12/26・27頃 御門洗御門扉等拭之､ 御飾松致持参置､ �日早朝立
之

12/28 月並御礼
12/� 追儺

＊行事の項の●は将軍家の御成を､ ☆は町人の祭礼を示す｡

表４ 天明３ (1783) 年の庄内藩の下座の規定
(前掲 ｢大手扣帳｣ 二より作成)

格 相 手 下座する者

諸番所惣下座之御
方様 (足軽番人土
下座)

日光御門主､ 随宜楽院宮 (公
遵法親王)､ 勅使御両�､ 院
使､ 摂家､ 親王｡ 同 (親王)
御門跡､ 御三家､ 同 (御三家)
御嫡

家老､ 中老､
組頭､ 小姓
頭､ 大手番
頭

諸番所惣下座之御
方様

老中､ 所司代､ 御側御用人､
若年寄

同上

５人下座 (末座ニ
御番士１人残)

松平加賀守 (加賀藩主)､ 松
平肥前守 (佐賀藩主)

用人､ 留守
居､ 物頭

２人下座 (番頭并
下座之番士１人下)

細川越中守 (熊本藩主)､ 松
平安芸守 (広島藩主)､ 松平
下総守 (桑名藩主)､ 松平筑
前守 (福岡藩主)

―

番頭下

松平摂津守 (高須藩主)､ 松
平左京大夫 (西条藩主)､ 松
平掃部頭 (尾張藩主嫡子)､
松平弾正大弼 (高須藩主嫡子)､
松平左近将監 (紀州藩主嫡子)､
松平内蔵頭 (岡山藩主)､ 松
平隠岐守 (松山藩主)､ 大坂
御城代､ 立花丹後守 (柳川藩
主嫡子)､ 松平越中守 (白河
藩主)､ 	原式部大輔 (高田
藩主)､ 戸田采女正 (大垣藩
主 当年のみ)､ 奥平大膳大
夫 (中津藩主)､ 鳥居播磨守
(壬生藩主嫡子)､ 酒井大学頭
(出羽松山藩主)､ 御相番､ 西
丸大手御番主､ 内桜田御番主

大手番頭

©2012 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



で
は
、
御
成
に
つ
い
て
上
野
寛
永
寺
へ
の
参
詣
を
み
て
お
こ
う
。｢

大
手
扣｣

の

段
階
で
は
、
寛
永
寺
参
詣
は
、
惣
参
詣

(

一
月
一
〇
日)

・
家
光
墓
所

(

四
月
二
〇

日)

・
家
綱
墓
所

(

五
月
八
日)

・
吉
宗
墓
所

(

六
月
二
〇
日)

・
家
治
墓
所

(

九
月

八
日)

の
年
五
回
で
あ
る
。
実
施
の
連
絡
は
担
当
大
名
に
二
日
前
に
届
き
、
さ
ら
に

関
連
す
る
一
三
カ
所
の
門
番
に
回
達
さ
れ
た
。
当
番
の
大
名
は
、
持
場
を
見
回
り
、

前
日
中
に
修
復
を
済
ま
せ
た
。
翌
朝
七
半
時

(

朝
五
時)

に
番
人
が
交
代
し
た
後
、

藩
主
が
六
時

(

朝
六
時)

に
供
�
い
で
門
に
出
仕
し
た
。
藩
主
到
着
時
に
は
藩
士
が

下
座
を
し
た
が
、
こ
れ
は
礼
の
秩
序
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
荻
生
徂
徠
が
批
判
す

る

｢

私
の
下
座｣

で
あ
る
。
藩
主
は
、
六
時
半
時

(

七
時)

に
番
所
に
詰
め
、
五
半

時

(

九
時
。
暑
中
は
一
時
早
ま
る)

に
御
成
を
下
座
で
迎
え
た
。

次
に
出
仕
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
通
過
者
の
格
に
よ
っ
て
挨
拶

(

下
座)

を
変
え

る

(

表
４)

と
い
う
対
応
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
最
も
秩
序
の
維
持
が
求
め

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
三
季
惣
献
上

(

五
月
二
日
端
午
・
九
月
二
日
重
陽
・
一
二
月

二
一
日
歳
暮)

の
非
番
の

｢

外
固｣

を
み
て
お
き
た
い

(

図
３)

。
ま
ず
下
座
見
な

ど
が
九
時
半

(

朝
一
時)

、
足
軽
以
下
が
八
時

(

朝
二
時)

に
門
に
行
き
、
七
時

(

四
時)

に
は
下
馬
�
が
始
ま
る
。
開
門
前
の
六
時
前

(

六
時
前)

に
な
る
と
照
明

(

台
挑
灯
三
四
張)

と
立
番
人
の
配
置
に
よ
っ
て
、
各
家
が
献
上
品
の
長
持
を
置
い

て
待
機
す
る
場
所
を
設
定
す
る
。
待
機
場
所
は
、
長
持
の
門
内
へ
の

｢

繰
入｣

の
順

序

(

秩
序)

に
従
っ
て
、
ａ
御
三
家
・
連
枝
・
老
中
・
若
年
寄
・
所
司
代
・
大
坂
城

代
(

・
松
平
大
炊
頭
・
稻
葉
越
中
守
・
側
衆
・
溜
間
詰)

、
ｂ
両
本
願
寺
・
喜
連
川

(
・
松
平
大
炊
頭

時
宜
に
よ
り
取
扱)

、
ｃ

｢

枡｣
(

一
〜
四

台
挑
灯
で
区
画)

の
大
き
く
は
三
カ
所
に
分
か
れ
て
い
た
。
非
番
の
門
番
に
あ
た
る
大
名
は
、
交
代
要

員
も
入
れ
て
一
八
九
人
に
の
ぼ
り
、
二
カ
所
に
屏
風
を
立
て
て
世
話
役
足
軽
・
下
座

見

(

・
抱
下
座
見)

・
呼
継
中
間
に
よ
っ
て
献
上
者
の
家
を
識
別
し
、
待
機
場
所
へ

｢

案
内｣

し
、
六
半
時
の
開
門
よ
り
順
次
各
家
と
長
持
を
門
に
入
れ
た
。
非
番
の
大

名
家
も
多
数
の
者
を
供
出
し
、
か
つ
献
上
者
を
判
断
し
て
秩
序
を
保
つ
と
い
う
能
力
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が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

３

火
事

宝
暦
二

(
一
七
五
二)

年
九
月
の
規
定

(

�)

に
よ
れ
ば
、
当
番
の
大
名
は
、
曲
輪
内
の

出
火
は
も
ち
ろ
ん
、
曲
輪
外
で
も
大
火
の
場
合
や
、
風
が
烈
し
い
時
に
城
内
の
風
上

で
出
火
が
あ
っ
た
場
合
も
早
速
番
所
へ
出
動
し
た
。
さ
ら
に
、
遠
く
の
火
事
で
あ
っ

て
も
大
火
、
あ
る
い
は
老
中
が
登
城
す
れ
ば
出
動
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
出
動

に
備
え
、
当
番
大
名
は
遠
方
に
は
出
か
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

非
番
の
大
名
は
基
本
的
に
は
待
機
し
た
が

(｢

火
事
大
躰
之
儀
者
、
非
番
者
見
合
罷

出
間
敷
事｣)

、
曲
輪
内
の
出
火
に
は
早
速
出
動
し
、
新
馬
建
の
方
に
詰
め
た
。
ま
た

曲
輪
外
の
出
火
で
も
、
当
番
よ
り
促
さ
れ
た
場
合
は
出
動
し
た
。
外
出
中
に
出
動
す

る
ほ
ど
の
出
火
が
あ
れ
ば
、
家
来
を
先
に
返
し
、
自
身
は
出
先
か
ら
直
接
出
動
し
た
。

し
か
し
、
出
動
が
過
剰
と
な
っ
た
の
か
、
寛
政
四

(
一
七
九
二)

年
閏
二
月
の
触

に
よ
っ
て
出
動
の
対
象
が
明
確
化
さ
れ
た

(

�)

。
同
触
で
は
、
門
番
と
火
之
番
は
、
出
火

で
役
職
者
と
江
戸
城
近
く
の
屋
敷
拝
領
者
が
登
城
し
た
時
に
出
動
し
て
い
た
が
、
今

後
は
城
近
辺
の
出
火
か
特
別
の
大
火
以
外
は
、
寛
永
寺
・
増
上
寺
や
御
三
家
の
屋
敷

の
出
火
で
登
城
が
あ
っ
て
も
出
動
し
な
い
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
手
門

番
の
対
象
の
火
事
と
し
て
三
段
階
が
設
定
さ
れ
た
。
ま
ず
、
当
番
・
非
番
と
も
詰
め

る
対
象
は
、
山
下
門
を
除
く
内
郭
門
の
内
側
の
火
事
で
あ
っ
た
。
次
に
当
番
・
非
番

と
も
人
数
を
�
え
て
老
中
の
登
城
を
確
認
し
て
出
動
す
る
の
が
、
内
郭
門
外
で
門
に

隣
接
し
た
武
家
屋
敷
や
町
か
ら
の
出
火
で
あ
っ
た
。
老
中
が
詰
中
の
出
火
の
場
合
は
、

城
内
の
様
子
を
百
人
出
張
番
所
与
力
よ
り
聞
い
て
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、
神
田
三
河

町
辺
り
を
東
限
と
し
て
、
外
郭
門
内
の
出
火
で
は
、
老
中
が
登
城
次
第
、
当
番
・
非

番
と
も
出
動
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ほ
か
の
火
事
に
つ
い
て
は
、
風
向
き
や
状
況
次

第
で
老
中
の
登
城
が
あ
れ
ば
当
番
・
非
番
と
も
出
動
し
た
。
ま
た
、
寛
永
寺
・
増
上

寺
・
御
三
家
屋
敷
の
出
火
で
老
中
が
登
城
し
た
後
に
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
、
当
番

よ
り
非
番
に
連
絡
し
、
共
に
出
動
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
門
番
の
防
火
と
は
、
あ
く
ま
で
も
江
戸
城
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
防
火
の
み
な
ら
ず
、
門
番
に
と
っ
て
は
老
中
を
は
じ
め
登
城

す
る
大
名
・
幕
臣
や
、
参
集
し
て
く
る
火
消
を
整
理
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。三

勤
務
の
実
態
と
意
識
―
内
桜
田
門
の｢

置
帳｣

か
ら

で
は
、
こ
う
し
た
大
手
三
門
の
勤
務
の
実
態
を
み
て
い
き
た
い
。
大
手
門
の

｢

置

帳｣

は
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
未
確
認
の
た
め
、
こ
こ
で
は
主
に
同
じ
大
手
三
門
の
一

つ
で
あ
る
内
桜
田
門
の

｢

置
帳｣

(｢

内
桜
田｣)

(

�)

を
と
り
あ
げ
、｢

大
手
扣｣

が
成
立

し
た
天
明
期
以
前
の
記
載
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

１

通
行
取
締
の
弛
緩

門
番
の
本
来
の
最
大
の
職
務
は
、
城
の
防
衛
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
江

戸
城
の
御
殿
に
侵
入
し
た
者
が
い
た
。
す
で
に
幕
末
の
商
人
が
、
御
用
で
鑑
札
を
使

用
し
て
入
っ
た
商
人
に
手
代
と
し
て
付
き
添
っ
て
潜
り
込
ん
だ
際
の
記
述
が
、
江
戸

城
内
の

〝

観
光〞

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
観
光
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
か
は

不
明
だ
が
、
こ
う
し
た
正
規
の
手
続
き
を
利
用
し
た
者
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
大
手

三
門
よ
り
内
に
紛
れ
込
ん
だ
者
が
い
た
。
内
桜
田
門
の

｢

置
帳｣

で
は

｢

紛
者｣

と

し
て
、
宝
永
六

(

一
七
〇
九)

年
四
月
二
二
日
の
本
丸
御
殿
の
事
例

(｢

御
本
丸
御

殿
之
内
へ
紛
者
罷
通｣)

を
皮
切
り
に
、
元
禄
五

(

一
六
九
二)

年
よ
り
文
政
九

(

一
八
二
六)

年
ま
で
一
七
件
が
確
認
で
き
る
。
紛
者
は
、｢

侍
躰｣

の
ほ
か

｢

町
人

躰｣
｢

百
姓
躰｣

と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
す
で
に
正
徳
三

(

一
七
一
三)

年
五
月

に
は
、
内
桜
田
門
に
対
し
て
、｢

紛
者
不
入｣

が
、｢

不
審
成
者｣

・
迷
い
こ
ん
だ
者

(｢

道
違
ニ
御
門
之
内
江
入
候
者｣)

の
留
め
置
き
と
と
も
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、｢

道
違
之
者｣
の
判
定
基
準
は

｢

何
御
門
与
心
得
不
案
内
ニ
而
間
違
入
候
由｣

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)259
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で
、
百
人
出
番
所
よ
り
大
手
門
番
に
身
柄
を
渡
さ
れ
、
大
手
門
番
が
取
調
を
担
当
す

る
こ
と
が
制
度
化
し
て
い
た

(

�)

。
大
手
三
門
が
誤
っ
て
通
過
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
決

し
て
稀
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
手
門
の
状
況
も
み
て
お
こ
う
。
寛
政
一
〇

(

一
七
九
八)

年
二
月
一
八
日
に
、

玄
関
前
の
門
番
所
で

｢
紛
者｣

と
し
て
留
め
ら
れ
た
武
州
入
間
郡
蓑
和
田
村
百
姓
清

蔵
方
彦
四
郎
が
、
同
日
四
時
に

｢

大
手
御
門
�
紛
入｣

っ
た
こ
と
が
発
覚
し
、｢

全

ク
見
落
候
儀
に
て
一
同
不
念
ニ
候｣

と
し
て
、
老
中
松
平
伊
豆
守
の
指
示
で
町
奉
行

村
上
肥
後
守
よ
り
松
代
藩
留
守
居
が
呼
び
出
さ
れ
、
注
意
を
受
け
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、

文
化
元
〜
文
政
元

(

一
八
〇
四
〜
一
八)
年
の

｢

置
帳｣

の
抜
き
書
き

(

�)

で
は
、
三
件

の
紛
者
が
確
認
で
き
る
。
文
化
二
年
閏
八
月
四
時
に
見
つ
か
っ
た
紛
者
は

｢

中
間
躰｣

で
、
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
当
番
の
松
代
藩
は
、
通
常
な
ら
ば
声
を
か
け
る
と
こ
ろ
、

｢

大
勢
出
入
御
座
候
ニ
付
見
落
候
儀
茂
難
斗｣

と
説
明
し
て
い
る
。
紛
者
の
身
柄
は

目
付
よ
り
町
奉
行
所
に
引
き
渡
さ
れ
、
目
付
よ
り

｢

以
来
右
躰
之
者
無
之
様
可
相
勤

旨｣

を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
五
年
八
月
に
は
、
内
桜
田
門
の
番
頭
と
大

手
門
番
の
姫
路
藩
の
番
頭
が
徒
目
付
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
大
手
門
よ
り
朝

の
開
門
と
同
時
に
紛
れ
入
っ
て
玄
関
前
ま
で
達
し
た

｢

乱
心
躰｣

の
者

(
武
州
栗
原

郡
百
姓
六
兵
衛
弟
七
兵
衛)

に
つ
い
て
、｢

見
損
候
段
等
閑
之
事｣

と
し
て
以
後
の

改
め
の
徹
底
を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
一
四
年
九
月
に
は
、
暁
七
時
半

頃
に
紛
れ
入
っ
た

｢

紺
か
す
り
木
綿
単
物
着
二
拾
四
・
五
才
位
之
町
人
躰
之
男｣
に

つ
い
て
、
当
番
の
庄
内
藩
の
物
頭
が
同
様
の
注
意
を
受
け
て
い
る
。

庄
内
藩
の
規
定

(｢

大
手
扣｣)

に
よ
れ
ば
、
出
入
に
対
す
る
例
外
規
定
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
夜
詰
終
了
後
の
出
入
が
混
み
合
っ
た
場
合
に
は
多
少
の
名
前
の
不
一
致

を
見
逃
す
と
あ
る

(｢

惣
而
御
断
多
込
合
候
節
者
、
名
前
左
衛
門
・
右
衛
門
与
之
少
し

計
之
違
ニ
不
泥
相
通
申
候｣)

。
ま
た
、
能
や
大
�
日
の
晩
の
賄
人
足
は
何
回
か
に
分

か
れ
て
来
る
た
め
、
個
々
の
判
鑑
の
引
き
合
わ
せ
は
手
間
取
る
と
い
う
理
由
で
行
わ

ず
、
届
け
の
合
計
人
数
に
達
し
た
ら
、
以
後
は
通
さ
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
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当
日
の
夜
の
断
で
通
過
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
出
・
入
を
す
る
者
、
出
の
み
の
者
、

入
の
み
の
者
を
そ
れ
ぞ
れ
数
え
ず
、
出
の
人
数
と
入
の
人
数
で
合
計
し
て
管
理
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
夜
間
の
通
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

対
応
は
、
通
常
に
お
い
て
も
、
通
過
者
が
多
数
の
際
に
は
、
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
。

２

下
馬
先
空
間
の
展
開

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
門
外
の
番
人
の
重
要
な
職
務
は
、
下
馬
先
の
秩
序
の
維
持

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
一
七
世
紀
末
よ
り
一
八
世
紀
初
頭
に
は
徹
底
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

足
の
踏
み
出
し
、
挟
箱
へ
の
腰
掛
け
、
喫
煙
な
ど
の
供
待
の

｢

不
作
法｣

の
取
締

は
、
元
禄
年
間
よ
り
目
付
か
ら
頻
繁
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
び
重
な
る

指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
取
締
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

(｢

去
ル
廿
三

日
御
小
人
目
付
を
以
被
仰
渡
候
得
共
、
腰
掛
辺
に
而
今
朝
も
た
は
こ
給
候
躰
御
役
人

中
見
被
申
候
間
、
尚
以
急
度
制
度
可
仕｣

(

元
禄
六

〈

一
六
九
三〉

年
一
〇
月

｢

内
桜
田｣

四)
(

図
４)

。

ま
た
、
煮
売
・
商
物
に
つ
い
て
も
取
締
の
指
示
が
出
さ
れ
た
が
、｢
下
馬
煮
売
・

商
物
等
相
見
申
候
間
、
左
様
成
類
無
之
様
ニ
可
申
付
由｣

を
若
年
寄
か
ら
命
じ
ら
れ

る
ほ
ど
、
実
際
に
は
常
態
化
し
て
い
た

(

正
徳
二

〈

一
七
一
二〉

年
一
一
月

｢
内

桜
田｣

五)

。
下
馬
先
の
一
角
を
占
め
た
坂
下
門
付
近
は
、
厳
密
に
は
内
桜
田
門
の

持
場
で
は
な
か
っ
た
が
、｢

今
日
ニ
限
候
義
ニ
而
ハ
無
之
候
得
共
、
惣
而
坂
下
御
門
近

所
ニ
煮
売
之
者
相
見
候
由｣

と
し
て
咎
め
ら
れ
て
い
る

(

宝
永
二

〈

一
七
〇
五〉

年

一
二
月

｢

内
桜
田｣

四)

。
つ
い
に
享
保
一
六

(

一
七
三
一)

年
六
月
に
は
、

｢

下
馬
并
御
曲
輪
之
内｣

に
集
ま
る

｢

売
物｣

に
つ
い
て
、｢

多
不
集
様
ニ
可
被
申
付

候
事｣

と
い
う
触
が
出
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
も
は
や
彼
ら
を
排
除
す
る
こ
と
は
断
念
し
た

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
享
保
一
九

(

一
七
三
四)

年
五
月
に
は
、
老
中
の
登
城
時

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)261
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

外
腰
掛
�
小
出
信
濃
守
�
番
所
之
辺
ニ
商
人
少
々
口
論
抔
致

候
様
ニ
在
之
候
、
其
節
何
レ
ヨ
リ
も
番
人
等
も
出
可
制
事
ニ
候
処
、
無
其
義
相
見
候
、

此
段
御
目
付
中
様
御
目
ニ
掛
り
御
不
審
ニ
付｣

と
、
下
馬
先
で
の
商
人
の
口
論
を
黙

認
し
た
門
番
と
�
番
を
担
当
し
た
藩
が
、
目
付
よ
り
注
意
を
受
け
て
い
る

(｢

内
桜

田｣

二)

。
秩
序
の
維
持
す
ら
逸
脱
し
か
ね
な
い
状
況
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る

(

図
５)

。

こ
う
し
た
商
人
の
客
は
、
供
待
の
者
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
各
大
名
の
行
列
を
見
よ

う
と
集
ま
っ
た
見
物
人
で
あ
っ
た
。
享
保
一
四

(

一
七
二
九)

年
五
月
の
渡
来
象
の

通
行
の
際
に
は

｢

見
物
人
夥
敷｣

、
目
付
に
よ
る
足
軽
へ
の
指
示
も

｢

少
々
出
固
と

申
ニ
而
ハ
無
之
、
見
物
之
人
を
払
申
ニ
而
も
無
之
、
道
を
明
通
申
候
処
、
象
通
過
候

而
跡
�
人
大
勢
付
参
候
を
留
候
様
ニ｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
見
物
人

が
多
す
ぎ
た
た
め
、
象
の
周
り
に
足
軽
を
二
〇
人
、
侍
を
四
・
五
人
出
し
て
人
を
留

め
、
何
と
か
通
行
さ
せ
た
と
い
う

(｢

大
勢
之
儀
故
留
リ
兼
申
候
付
、
囲
置
候
足
軽

廿
人
余
・
侍
四
五
人
差
出
、
立
切
差
留
申
候
、
象
往
来
無
滞
通
リ
申
候｣

｢

内
桜
田｣

六)

。
特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
、
外
国
使
節
の
行
列
な
ど
の
際
に
は
、
同
様
の
人
出

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

享
保
六

(

一
七
二
一)

年
に
は
、
大
手
門
に
お
い
て
は
下
馬
札
を
一
〇
間
、
内
桜

田
門
で
は
下
馬
札
を
二
〇
間
下
げ
て
設
置
し
、
下
馬
の
位
置
を
門
か
ら
離
す
処
置
を

と
っ
た

(｢

内
桜
田｣

二)

。
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
記
の

｢

不
作
法｣
の

供
侍
や
、
見
物
人
、
見
物
人
と
供
待
を
あ
て
こ
ん
だ
商
人
を
少
し
で
も
門
か
ら
離
す

意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

３

空
間
の
管
理
の
重
視

空
間
の
管
理
に
関
す
る
幕
府
の
目
付
―
徒
目
付
―
小
人
目
付
の
指
示
は
、
じ
つ
は

｢

置
帳｣

の
記
事
の
中
で
最
も
多
く
、
口
頭
に
よ
る
子
細
な
指
示
ま
で
収
め
ら
れ
て

い
る
。

ま
ず
重
視
さ
れ
た
の
は
、
路
面
や
土
手
、
松
の
維
持
管
理
で
あ
る
。
次
に
示
し
た

の
は
、
元
禄
一
五

(

一
七
〇
二)

年
の
平
戸
藩
が
勤
務
中
の
小
人
目
付
の
見
分
と
指

示
で
あ
る

(｢

内
桜
田｣

四)

。

九
月
十
七
日

松
浦
壱
岐
守

一
、
御
目
付
中
様
�
御
小
人
目
付
を
以
、
内
桜
田
御
番
所
掃
除
場
雨
天
ニ
而
水
溜

高
下
在
之
所
如
何
仕
候
、
并
草
苅
之
事
御
尋
被
成
候
、
則
掃
除
場
之
傍
示
被
致
見

分
候
、
水
溜
候
処
少
々
之
儀
ハ
砂
利
土
入
致
平
均
候
、
大
分
ニ
成
候
ハ
ヽ
、
其
節

御
伺
可
申
上
与
奉
存
候
由
、
御
請
書
指
出
候
、
高
見
之
草
ハ
御
番
所
ヨ
リ
ハ
苅
不

申
旨
口
上
ニ
而
申
上
候
、
又
候
右
同
人
参
、
掃
除
場
之
図
可
差
出
旨
被
申
則
差
出

候
、
控
御
帳
箱
へ
入
置
申
候
、
其
後
御
徒
目
付
・
御
小
人
目
付
召
連
被
参
、
掃
除

場
之
図
向
方
ニ
罷
成
候
間
、
間
為
積
候
処
有
之
間
、
立
合
候
様
被
申
聞
、
者

(

物)

頭
立

合
申
候
、
此
方
之
掃
除
場
与
越
中
守
様
御
屋
敷
溝
�
之
間
、
間
ヲ
ふ
ミ
五
間
程
と

定
、
最
前
差
出
候
図
ニ
書
付
被
帰
候

右
よ
り
、
掃
除
場
の
指
定
は
、
目
付
と
そ
の
配
下
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
掃
除
場
の
境
界
は
傍
示
杭
で
示
さ
れ
、
図
で
申
し
渡
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

掃
除
場
に
つ
い
て
は
、
先
で
見
た
よ
う
な
恒
常
的
な
掃
除
の
ほ
か
、｢

水
溜｣

部
分

の
整
地
や
、
草
刈
が
求
め
ら
れ
、
報
告
や
指
示
の
伺
い
な
ど
、
同
様
に
目
付
と
そ
の

配
下
に
管
轄
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

｢

下
馬
前
掃
除
場
水
溜
り
候
所｣

の
整
地
は
、
す
で
に
元
禄
一
〇
年
八
月
に

｢

今

日
�
之
義
ニ
ハ
無
之
、
連
々
心
掛｣

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
恒
常
的
な
職
務
で
あ
っ

た
(

元
禄
一
〇

〈

一
六
九
七〉

年
八
月
二
一
日

｢

内
桜
田

四｣)

。
そ
の
後
も
安
永

七(
一
七
七
八)

年
閏
七
月
に
雨
天
の
際
も
普
段
も
通
行
に
支
障
の
あ
る｢

大
砂
利
・

瓦
か
け
等｣
を
除
去
し
、
平
坦
で
な
い
と
こ
ろ
は
修
復
す
る
旨
が
命
じ
ら
れ
て
い
る

(｢

内
桜
田｣
三)
。

除
草
に
つ
い
て
は
、
徒
目
付
の
中
に
担
当

(

草
掛
徒
目
付)

が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
寛
延
四

(
一
七
五
一)

年
三
月
に
は
、
外
門
・
内
門
・
大
番
所
の
塀
や
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外
腰
掛
の
屋
根
に
草
が
生
え
た
際
に
は
、
当
番
の
草
掛
徒
目
付
へ
届
け
、
除
草
も
報

告
す
る
と
し
て
い
る

(｢

内
桜
田｣

三)

。
実
際
の
対
象
は
持
場
外
に
も
お
よ
び
、
宝

暦
一
二

(
一
七
六
二)

年
五
月
に
は
再
触
と
し
て
、
持
場
外
で
も
廻
り
場
よ
り
見
え

る
堀
・
石
垣
や
屋
根
の
草
生
に
つ
い
て
同
様
の
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
土
手
の
上
に
植
え
ら
れ
た
松
に
つ
い
て
も
、
門
番
は
同
様
に
管
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
元
禄
一
四
年
三
月
に
は
、
小
人
目
付
よ
り

｢

例
年

之
義｣

と
し
な
が
ら
、｢

松
ニ
鳶
・
雁
之
巣｣

が
か
け
ら
れ
た
ら
直
ち
に
取
り
払
う

こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る

(｢

内
桜
田｣

三)

。
ま
た
、
延
享
二

(

一
七
四
五)

年
四

月
に
は
、
松
を
植
え
た
の
で
草
刈
り
の
際
に
は
留
意
し
、
松
枯
が
発
生
し
た
際
に
は

当
番
所
に
届
け
る
よ
う
、
目
付
よ
り
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る

(｢

内
桜
田｣

三)

。
さ

ら
に
寛
延
元

(

一
七
四
八)

年
閏
一
〇
月
に
は
、｢

持
場
倒
木
・
枯
枝
等｣

の
届
け

先
を
従
来
の
徒
目
付
か
ら
、
今
後
は
当
番
徒
目
付
と

｢
掛
之
御
徒
目
付｣

二
名
に
書

付
で
届
け
る
こ
と
が
目
付
よ
り
命
じ
ら
れ
て
い
る

(｢
内
桜
田｣

三)

。
掛
の
徒
目
付

と
は
、
お
そ
ら
く
松
を
管
轄
し
た
松
掛
徒
目
付
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
門
や
石
垣
・
窓
を
汚
す
た
め
、
鵜
へ
の
警
戒
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
番
所

に
は
、｢

鵜
威
之
弓
・
縄
張｣

も
備
え
ら
れ
て
い
た
。
元
禄
九
年
一
〇
月
に
は
、｢

内

桜
田
御
番
所
支
配
の
場｣

に
鵜
が
付
い
た
際
に
は
、
老
中
の
退
出
後
に
追
い
払
う
こ

と
が
命
じ
ら
れ
た

(｢

内
桜
田｣

四)

。
さ
ら
に
、
元
文
四

(

一
七
三
九)

年
六
月
に

は
、
恒
常
的
な
鵜
へ
の
警
戒
と
徒
目
付
へ
の

｢

何
方
ニ
泊
候
之
段｣

の
報
告
が
求
め

ら
れ
て
い
る

(｢

内
桜
田｣

三)

。

こ
の
ほ
か
、
除
雪

(

元
禄
一
五

〈

一
七
〇
二〉

年
一
二
月
四
日

｢

内
桜
田｣

四)

、

な
ど
指
示
は
子
細
に
わ
た
っ
て
い
る
。
延
享
元

(

一
七
四
四)

年
一
一
月
に
目
付
か

ら
小
人
目
付
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
た
指
示
は
、
番
所
裏
の
芝
の
も
ぐ
ら
穴
を
常
に
直

せ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(｢

御
番
所
裏
持
場
芝
間
之
内
む
ぐ
ろ
も
り
候
所
不
絶
直

候
様
可
仕
旨｣

〈｢

内
桜
田｣

三〉)

。

こ
の
よ
う
に
、｢

置
帳｣

に
は
、
空
間
の
維
持
に
関
わ
る
目
付
ら
の
指
示
が
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
例
と
し
て
重
視
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
紹

介
し
た
よ
う
に
、
内
曲
輪
門
の
門
番
役
を
勤
め
た
大
名
家
に
残
さ
れ
た
勤
務
マ
ニ
ュ

ア
ル

｢

御
番
所
余
時
向
鏡
�
連｣

は
、｢

掃
除
等
き
れ
い
に
候
得
者
御
番
入
念
候
段

相
知
候｣

と
い
っ
た
条
文
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
大
手
三
門
の
門
番
に
つ
い
て
も

同
様
の
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

４

番
人
の
請
負
化

以
上
の
江
戸
城
門
番
の
機
能
低
下
の
要
因
と
し
て
、
番
人
の
請
負
化
が
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
市
川
寛
明
は
、
請
負
商
人
で
あ
る
人
宿
の
史
料
よ
り
、
幕
末
の
桑

名
藩
の
大
手
門
番
に
関
す
る
請
負
の
詳
細
を
実
証
的
に
検
討
し
た
。
本
稿
と
の
か
か

わ
り
で
は
、
市
川
は
①
儀
礼
の
な
い
平
日
の
当
番
勤
務
で
は
、
桑
名
藩
士
四
四
人
に

対
し
て
、
抱
下
座
見
一
二
人
・
雇
足
軽
六
四
人
・
雇
中
間
六
六
人
の
計
一
四
二
人
が

人
宿
か
ら
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
こ
の
う
ち
下
座
見
が
リ
ー
ダ
ー
的
な
存
在
で

あ
り
、
人
宿
の
寄
子
で
あ
り
な
が
ら
相
続
を
果
た
し
て
お
り
、
イ
エ
を
形
成
し
て
い

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)263

表５ 天明３ (1783) 年の門番人数
(前掲 ｢大手扣｣ 二より作成)

身分 請取の行列の人数 詰人数

侍 15騎 13

徒士 2 2

足軽小頭 6 3

下座見 6 6

抱下座見 8

抱足軽 6

並足軽 86 50

中間小頭 2 1

中間 49 56

合計 166 145

１) 行列については､ ほかに貸人・呼次中間・
又者を除いた｡
貸人は､ 番頭に足軽４人・中間４人､ 物
頭に中間２人､ 目付に足軽１人・中間２人､
番士 (250石・200石以下も同じ) に足軽１
人・中間２人となっている｡
２) 詰人数の中間の内訳は､ 詰切32人・詰切
抱13人・夜番11人である｡
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る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
③
式
日
・
火
番
や
当
番
・
非
番
等

に
よ
っ
て
詰
め
る
べ
き
人
数
が
一
四
パ
タ
ー
ン
も
存
在
し
、
請
負
化
の
進
展
は
こ
う

し
た
詰
人
数
の
複
雑
さ
に
よ
る
と
論
じ
た

(

�)

。
た
だ
し
、
市
川
は
番
人
の
実
際
の
配
置

に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
請
負
側

(

人
宿)

の
史
料
と
い
う
制
約

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

庄
内
藩
の
場
合
、
天
明
三

(

一
七
八
三)

年
の
通
常
の
当
番
勤
務
は
一
四
五
名
で

(

表
５)

、
う
ち
侍
身
分
は
一
三
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
足
軽
以
下
に
つ
い
て
は
、

抱
は
下
座
見
八
人
、
足
軽
六
人

(
枡
形
に
四
人
・
外
腰
掛
北
角
に
二
人)

、
中
間
一

三
人
に
す
ぎ
な
い
。
抱
下
座
見
の
配
置
は
大
番
所
の
幕
下
と
枡
形
・
内
腰
掛
、
藩
の

下
座
見
が
幕
下
・
門
下
・
枡
形
・
内
腰
掛
・
勘
定
口
・
外
腰
掛
北
門
・
新
馬
建
で
あ
っ

た
。
ま
た
内
腰
掛
以
外
の
抱
下
座
見
は
藩
の
下
座
見
と
、
抱
足
軽
も
並
足
軽
と
と
も

に
勤
め
て
お
り
、
そ
の
配
置
か
ら
み
て
も
補
助
的
な
性
格
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、｢

寅
卯
年｣

(

寛
政
六
・
七

〈

一
七
九
四
・
九
五〉

年
も
し
く
は
文
化

二
・
三

〈

一
八
〇
五
・
〇
六〉

年)

以
降
に
抱
足
軽
三
十
人
を
入
れ
、
足
軽
の
総
数

も
減
ら
し
、
さ
ら
に
文
化
六
・
七
年
に
は
中
間
す
べ
て
を
、
ま
た
同
九
年
に
は
門
下

の
番
人
足
軽
も
雇
人
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
文
政
一
一

(

一
八
二
八)
年
八
月
に
は
、

大
番
所
と
勘
定
所
入
口
箱
番
所
以
外
の
詰
番
人
は
す
べ
て
雇
足
軽
と
な
っ
た
の
で
あ

る

(

�)

。
大
番
所
に
詰
め
る
藩
士
・
足
軽
小
頭
ら
以
外
、
最
前
線
の
番
人
で
あ
る
足
軽
と

そ
の
補
助
で
あ
る
中
間
は
ほ
ぼ
雇
用
し
た
者
で
占
め
ら
れ
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
市
川
が
明
ら
か
に
し
た
桑
名
藩
の
事
例
と
同
様
だ
が
、
直
接
番
人
に
指
示
を

出
し
統
括
す
る
足
軽
小
頭
が
藩
の
者
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
徒
目
付

な
ど
の
幕
府
役
人
や
他
門
番
と
の
接
遇
、
文
書
の
作
成
、
鍵
の
管
理
は
あ
く
ま
で
も

ひ
き
つ
づ
き
大
番
所
の
上
之
間
・
中
之
間
に
詰
め
た
藩
士
が
担
っ
て
い
る
。
一
般
化

で
き
る
か
は
課
題
で
あ
る
が
、
全
面
的
な
雇
用
化
に
至
る
の
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
雇
用
さ
れ
た
集
団
と
藩
士
を
つ
な
ぐ
存
在
が
藩
の
足
軽
小

頭
で
あ
り
、
最
終
的
な
判
断
は
や
は
り
藩
士
が
下
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
手
門
番
の
場
合
、
庄
内
藩
の
事
例
で
見
る
限
り
、
門
番
の
機
能
低
下

は
請
負
化
以
前
か
ら
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
か
な
り
の
部
分
が
請

負
化
し
て
も
藩
の
統
制
を
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
大
手
三
門
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
の
詳
細
と
勤
務
の
実
態
を
検
討
し

た
。
通
行
の
改
め
、
都
市
の
番
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
た
空
間
の
維
持
・
管
理
、
御

成
、
火
事
へ
の
対
応
と
い
っ
た
基
本
的
な
職
務
は
前
稿
で
検
討
し
た
他
の
城
門
と
同

様
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
内
曲
輪
門
な
ど
他
の
諸
門
と
異
な
る
点
を
ま
と
め
て
お
き

た
い
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
手
三
門
が
他
の
城
外
の
城
門
と
決
定
的
に
異
な
る
の

は
、
江
戸
城
の
正
門
と
し
て
都
市
社
会
と
の
最
終
的
な
境
界
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
大
手
三
門
で
は
通
行
者
や
運
搬
物
を
極
め
て
限
定
し
、
出
入
の

改
め
は
厳
重
に
行
っ
た
。
ま
た
、
火
災
に
際
し
て
も
登
城
者
や
参
集
す
る
火
消
の
整

理
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
城
内
に
接
す
る
と
い
う
点
で
、
大
手
門
の

場
合
、
幕
臣
と
の
連
絡
も
密
で
あ
っ
た
。
門
の
開
閉
や
通
行
者
の
改
め
に
つ
い
て
、

三
之
門
お
よ
び
そ
こ
に
詰
め
る
幕
臣

(

百
人
組)

と
連
動
を
図
り
、
朝
夕
も
挨
拶
を

し
て
い
る
。
ま
た
、
大
手
三
門
は
毎
日
の
報
告
を
徒
目
付
に
提
出
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
境
界
で
あ
る
三
門
の
前
に
は
下
馬
先
と
い
う
見
物
の

｢

広
場｣

、
儀
礼

空
間
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
下
馬
先
と
い
う
空
間
は
、
意
図
的
に
作
ら
れ

た
儀
礼
空
間
で
は
な
い
。
実
際
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
空
間
は
、
江
戸
城
内
に
閉
じ
て

い
る
。
し
か
し
、
諸
大
名
や
外
交
使
節
の
行
列
の
終
着
点
は
こ
の
下
馬
先
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
い
わ
ば
権
力
の
集
中
を
示
す
場
と
し
て
民
衆
か
ら
受
け
と
め
ら
れ
、
結
果

的
に
は
儀
礼
空
間
の
周
縁
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ

て
、
大
手
三
門
は
他
の
門
と
同
様
の
空
間
の
管
理
・
維
持
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け

こ
の
儀
礼
の
円
滑
な
遂
行
と
空
間
の
管
理
が
重
要
な
職
務
と
な
っ
た
。
下
馬
先
の
管
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理
は
目
付
の
管
轄
下
に
お
か
れ
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
指
示
が
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、

防
衛
と
と
も
に
、
職
務
と
し
て
儀
礼
の
遂
行
と
儀
礼
空
間
の
維
持
が
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

実
態
と
し
て
は
、
す
で
に
一
七
世
紀
末
に
は
、
通
行
の
取
締
、
お
よ
び
儀
礼
に
か

か
わ
る
職
務
は
と
も
に
弛
緩
が
始
ま
る
。
し
か
し
、
大
手
三
門
は
城
と
都
市
社
会
の

境
界
と
し
て
機
能
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

[

注]

(

�)

松
平
太
郎

『

江
戸
時
代
制
度
の
研
究』
、
武
家
制
度
研
究
會
、
一
九
一
九
年
。

(

�)

針
谷
武
志

｢

軍
都
と
し
て
の
江
戸
と
そ
の
終
焉
―
参
勤
交
代
制
と
江
戸
勤
番
―｣

『

関
東
近
世
史
研
究』

四
二
号
、
一
九
九
八
年
。

(

�)

南
和
男

『

江
戸
の
社
会
構
造』

、
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
。
市
川
寛
明

｢

江
戸
城
大

手
門
の
警
衛
と
人
宿｣

『

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告』

一
四
号
、
二
〇
〇
八

年
。

(

�)

渡
辺
浩

｢｢

御
威
光｣

と
象
徴｣

『

思
想』

七
四
〇
、
一
九
八
六
年
。
千
田
嘉
博

｢

集
大
成
と
し
て
の
江
戸｣

『

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告』
五
〇
、
一
九
九
三

年
。
前
掲
市
川
論
文
。

(

	)

松
尾
美
恵
子

｢

江
戸
城
門
の
内
と
外｣
『

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告』

一

二
号
、
二
〇
〇
六
年
。

(


)

岩
淵

｢

江
戸
の
勤
め
と
暮
ら
し｣

の
江
戸
城
門
番
の
項

(『

参
勤
交
代』

、
東
京
都

江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
七
年)

。
岩
淵

｢

泰
平
の
世
の

『

番』｣
(『

江
戸
の
危
機

管
理』

新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
七
年)

。
岩
淵

｢

江
戸
城
警
衛
と
都
市｣

『

日
本
史

研
究』

五
八
三

(

二
〇
一
一
年
、
以
下
前
稿
と
略
記)

。

(

�)
｢

大
手
三
門｣

は
史
料
用
語
で
は
な
い
が
、｢

三
番
所｣

(『

柳
営
秘
鑑』

〈

汲
古
書
院
、

一
九
八
一
年〉

、
天
保
一
一

〈

一
八
四
〇〉

年

『

殿
居
嚢』

、
文
化
九

〈

一
八
一
一〉

年

｢

要
筺
辨
志
年
中
行
事｣

〈

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵〉)

、｢

三
御
番
所｣

(｢

大
手
勤

仕
録｣

都
立
中
央
図
書
館
蔵)

、｢

三
大
手｣

(｢

鍛
冶
橋
御
門
申
合
帳｣

・｢

呉
服
橋
御

門
申
送
帳｣

八
戸
市
立
図
書
館
蔵)

と
別
称
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
こ

の
よ
う
に
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)
｢

大
手
扣｣
(

全
六
冊)

・｢

大
手
要
領｣

・｢

大
手
御
勤
番
中
諸
絵
図｣

・｢

大
手
御
門

置
付
帳
抄｣

ほ
か

(

す
べ
て
鶴
岡
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
閑
散
文
庫)

。｢

大
手
扣｣

に

は
、｢

天
明
三
年
卯
六
月

加
賀
山
衛
士
・
関
茂
大
夫｣

(

巻
一)

の
記
載
が
あ
る
。

関
は
四
〇
〇
石
の
庄
内
藩
士
で
、
九
年
前
の
安
永
二

(

一
七
七
四)

年
に
江
戸
城
大

手
番
頭
を
勤
め
て
お
り

(『

庄
内
人
名
事
典』

、
庄
内
人
名
辞
典
刊
行
会
、
一
九
八
六

年)

、｢

大
手
御
門
置
付
帳
抄｣

の
記
事
で
も
化
政
期
に
も
門
番
を
代
表
し
て
幕
府
の

徒
目
付
ら
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
勤
務
上
の

必
要
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
閑
散
文
庫
本
は
写
本
で
あ
り
、
そ
の
後
の
情

報
が
朱
書
で
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
成
後
、
藩
士
の
間
で
共
有
さ
れ
、
利

用
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
他
の
史
料
の
作
成
者
は
不
明
で
あ
る
が
、

や
は
り
同
様
の
経
緯
で
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

(

)
｢

置
帳｣

は
、
門
番
を
勤
め
る
大
名
た
ち
が
自
発
的
に
作
成
を
始
め
た
記
録
で
、
目

付
か
ら
の
書
面
や
口
頭
で
の
指
示
、
ほ
か
先
例
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る

(

前
稿

参
照)

。

(

�)

前
掲

｢

要
筺
辨
志
年
中
行
事｣

。

(

�)

な
お
、
城
門
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
慶
応
の
調
査
で
九
二
門
と
い
う
村
井
益
男
氏

の

『

国
史
大
事
典』

・『

江
戸
城』

(

中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年)

の
記
述
が
通
説
化

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
小
野
清

『

徳
川
制
度
史
料』

(

六
合
館
、
一
九
二
七
年)

の
集

計
を
近
世
期
の
書
上
と
誤
読
し
た
も
の
で
、
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
近

世
の
史
料
で
は
、｢

御
城
内
御
番
所｣

と
し
て
、
中
雀
門
・
中
之
門
・
大
手
三
之
門
を

別
記
し
た
う
え
で
、
ほ
か
二
六
門

(｢

柳
営
秘
鑑｣

｢

要
筺
辨
志
年
中
行
事｣)

、
二
七

門

(｢

官
中
秘
策｣)

、『

殿
居
嚢』

は
さ
ら
に
六
門

(

西
丸
吹
上
門
・
吹
上
門
・
吹
上

御
鷹
門
・
吹
上
植
木
門
・
吹
上
新
御
門
・
西
丸
中
仕
切
門)

を
加
え
た
記
述
が
あ
る

が
、
番
所
を
基
準
に
し
た
数
で
、
小
さ
い
門
を
す
べ
て
網
羅
し
た
合
計
数
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。

(

�)

松
尾
美
恵
子

｢

近
世
前
期
江
戸
城
と
江
戸
の
防
衛｣

(｢

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
歴
史
の
な

か
の
絵
図
Ⅴ

｢
江
戸
と
江
戸
城｣

口
頭
報
告
、
二
〇
一
〇
年
、
本
誌
に
論
文
を
掲
載)

。

(

�)

前
掲
拙
稿
。

(

�)
｢

下
馬
�
下
乗
之
橋
�
召
連
候
人
数
覚｣

(｢

大
手
扣｣

二)

。

( ) 境界としての江戸城大手三門 (岩淵)265
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(
�)

拙
稿｢

江
戸
城
登
城
風
景
を
め
ぐ
る
二
つ
の
表
象
―
名
所
絵
と
歴
史
画
の
あ
い
だ
―｣

『
年
報
都
市
史
研
究
別
冊

江
戸
と
ロ
ン
ド
ン』

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。
下
馬

見
物
の
実
例
に
つ
い
て
は
、｢

庄
内
藩
江
戸
勤
番
武
士
の
行
動
と
表
象｣

(『

国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告』

一
五
五
、
二
〇
一
〇
年)

を
参
照
。

(

�)
｢

門
帳｣

(
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵)

は
照
合
用
の
帳
面
と
推
測
さ
れ
る
。

(

�)
｢

御
門
出
入
略｣

(｢
大
手
控｣

三

所
収)

。

(

�)

前
掲

｢

大
手
御
勤
番
中
諸
絵
図｣

所
収
。
�
番
の
廻
り
場
に
つ
い
て
は
拙
著

『

江

戸
武
家
地
の
研
究』

(

塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年)

第
Ⅱ
部
第
一
章
を
参
照
。

(

�)

深
井
雅
海

『

図
解
江
戸
城
を
よ
む』

(

原
書
房
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
三
頁)

に
よ

れ
ば
、
元
禄
一
〇

(

一
六
九
七)
年
の
綱
吉
が
三
五
回
、
享
保
一
〇

(

一
七
二
五)

年
の
吉
宗
が
二
六
回

(

う
ち
御
鷹
野
が
一
六
回)

、
家
斉
が
二
三
回

(

文
化
一
〇

〈

一

八
一
三〉

年)

で
あ
っ
た
。
な
お
、
前
稿
に
お
い
て
月
並
登
城
と
紅
葉
山
御
成
の
回

数
に
つ
い
て
誤
り
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
訂
正
し
た
い
。

(

�)
｢

大
手
御
番
所
御
譲
書
并
御
相
番
様
被
仰
合
書
之
事｣

(｢

大
手
扣｣

一)

。

(

	)
｢

大
手
要
領｣

(

鶴
岡
市
立
郷
土
資
料
館
蔵)

。

(


)
｢

内
桜
田｣

(

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
館
林
藩
秋
元
家
家
臣
福
井
家
文
書)

。
元
禄
五

(

一
六
九
二)

年
よ
り
文
政
九

(

一
八
二
六)

年
ま
で
の
全
二
一
冊
の
写
本
が
残
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
本
文
中
に

(｢

内
桜
田｣
一)
と
い
う
形
で

巻
数
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

(

�)

氏
家
幹
人

『

江
戸
の
女
の
底
力』

、
世
界
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
。

(

�)

内
藤
家
文
書

｢

内
桜
田
御
口
上
断

御
門
出
入
之
部｣

(

明
治
大
学
博
物
館
蔵
内
藤

家
文
書)

。
取
調
に
つ
い
て
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

｢

大
手
御
徒
目
付
筆
記
類
集｣
上

(

嘉
永
元

〈

一
八
四
八〉

年
成
立
、
鶴
岡
市
立
郷
土
博
物
館
蔵)

に
記
さ
れ
て
い
る
。

(

)
｢

江
戸
町
奉
行
申
渡
書｣
(

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
真
田
家
文
書)

。

(

�)

前
掲

｢

大
手
御
門
置
付
帳
抄｣

。
ち
な
み
に
、
大
手
門
の

｢

置
付
帳｣

(｢

置
帳｣)

は
天
明
八

(

一
七
八
八)

年
に
成
立
し

(｢

天
明
八
申
年
、
小
笠
原
様
・
真
田
様
御
番

中
置
付
帳
出
来
候｣

｢

大
手
扣｣

一)

、
天
明
三

(

一
七
八
三)

年
時
点
で
は
、
宝
永

六

(

一
七
〇
九)

年
一
二
月
か
ら
寛
延
二

(

一
七
四
九)

年
ま
で
お
よ
そ
四
〇
年
分

(｢

古
来
抄
書｣)

、
寛
延
三

(

一
七
五
〇)

年
正
月
か
ら
安
永
七

(

一
七
七
八)

年
五

月
ま
で
お
よ
そ
二
九
年
分

(

二
九
冊)

、
安
永
七
年
六
月
か
ら
天
明
三

(

一
七
八
三)

年
六
月
ま
で
の
お
よ
そ
六
年
分

(

六
冊)

の
計
七
五
冊
が

｢

置
付
帳
長
持
入
八
棹｣

に
収
納
さ
れ
て
い
た

(｢

大
手
扣｣

一
・
六)

。

(

�)
『

寛
保
御
触
書
集
成』

八
五
一
。
大
手
三
門
に
限
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、｢

下

馬｣

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
象
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

(

�)

東
京
大
学
法
制
史
資
料
室
蔵
信
州
小
諸
藩
番
所
覚
書
外
文
書
。
前
稿
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(

�)

ち
な
み
に
、
氏
が
注
目
し
た
下
座
見
の
一
人
込
山
藤
七
は
、
文
政
一
二

(

一
八
二

九)

年
の
記
事
で
は
庄
内
藩
が
抱
者
の
割
り
振
り
を
頼
ん
で
お
り

(｢

是
�
御
抱
者
勤

割
込
山
藤
七
へ
申
達｣

｢

大
手
扣｣

二)

、
ま
た
明
治
二
年
五
月
の
�
番
請
負
組
合
・

同
四
年
の
人
宿
組
合
に
単
独
で
登
場
す
る
こ
と
か
ら

(

前
掲
拙
著
二
六
二
頁)

、
か
な

り
独
立
性
が
高
い
者
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
米
屋
の
孫
請
け
の
形
も
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

�)
｢

諸
番
所
并
勝
手
御
抱
者
人
数｣

(｢

大
手
扣｣

二)

。
も
っ
と
も
、
請
負
化
以
前
の

門
番
足
軽
が
、
藩
邸
で
一
括
し
て
雇
用
し
た
足
軽
の
中
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
た
い
。

(

�)

前
掲
拙
稿

｢

江
戸
城
登
城
風
景
を
め
ぐ
る
二
つ
の
表
象｣

。

[

付
記]

本
稿
は
、｢

歴
史
の
な
か
の
地
図
Ⅴ

江
戸
と
江
戸
城
―
市
民
社
会
と
政
治
文
化｣

の
報
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
同
報
告
の
成
果
も
一
部
取
り
込
ん
で
、

日
本
史
研
究
会
大
会
個
別
報
告
を
行
っ
た

(｢

江
戸
城
警
衛
と
都
市｣

『

日
本
史
研
究』

五
八
三
、
二
〇
一
一
年)

。
こ
の
た
め
、
論
点
や
叙
述
の
内
容
が
一
部
重
複
し
て
い

る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
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